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はじめに

これまでに筆者は，明治前期大審院民事判決

のなかから二つの事件を取りあげて検討してき

た１）。その延長線上にある本稿は三つ目の事件

を取りあげて検討する。これらによって，東京

に生起した事実に即して，明治期の都市肥料経

済（下肥経済）がより具体的に明らかになるこ

とで，当時の実態にある程度まで接近すること

が出来る素材を提供しえたとしたら，拙稿の目

的は達せられる。

因みに，筆者が随一の近代日本農書ではある

まいかとみる新渡戸稲造『農業本論』２）は後学

に下肥経済考察の hint３）を与えてくれるように

思われるし，また，当世に比べるものがないほ

どの奇文ゆえこの一作品だけでも著者の名は永

久に伝わる大論文とまで評された幸田露伴「一

国の首都」４）はそもそも古くから城の縄張り

（城下の範囲をどこまでと線引きする基本的な

都市設計）にとって不浄物の処置が一難問題

だったように，近代でも不浄物の処置が大都府

にとって実に一難問題のはずだが，糞尿搬取を

業とする者の態度が都民をして懊悩憤慨せしめ

ていないのは糞尿が農家にとって欠くことの不

可能な高価なる肥料になるためであり，それゆ

え東京は支那・朝鮮の都会と異なり清潔が保た

れ衛生上・外観上の善美が増しうるのであると

東洋都市比較論を展開しつつ５），事実上，都

市・農村間下肥交換問題に言及しており，参考

になる。

なお，人間の排泄 output は日常茶飯事ゆえ

瑣事とみなされがちであろう。何でもない普通

１）拙稿�「明治肥料経済史の一断面」北海道大学
『經濟學研究』第４４巻第４号，１９９５年。拙稿
�「明治前期民事判決にみる肥料経済」�・
�，同上誌，第４７巻第２号，１９９７年，第５６巻
第１号，２００６年。

２）初版（１８９８年，裳華房），増訂版（１９０８年，六
盟館），復刻本（農文協，１９７６年）。本稿で『農
業本論』の頁を示すときは復刻本を用いる。

３）『農業本論』にみる下肥経済としては例えば，
以下のような論点がある。
①市街に近ければ肥料を得るのに容易である

という，都市と近郊農業の関係（１５２頁）。
チューネン『孤立国』の説が紹介されている。
しかし，「孤立国の図解」の第二図（舟運河
川）からすれば，都市下肥需要地は比較的遠隔
地にまで及ぶことになる。
�「市街に接近せる所，即ち第一輪［４ドイ

ツ マ イ ル＝４×７,５００㍍＝３０，０００㍍ 以 内 の 圏
内］には所謂『随意農業』と称し，如何なる作
物にても，需要あらば則ち栽培せられ，殊に腐
敗し易き産物（生乳，草花，蔬菜の類）を専と
するもの多し。」（１５２頁），「無畜農業（Vichlose
Wirtschaft） 随意農業よりも，一歩進みたる
農業にして，所要の肥料は，之を家畜に求めず
して他方より取るを云ふ。我邦にて人糞を用
ひ，又は欧米諸国にて貿易肥料を用ふるが如
き，即ち是れなり。」（１６７頁）といった農法の
問題。

� ��「肥力購入農業（Culture heterositique）
耕作愈集約となるに従ひ，自家製造の肥料の

みにては其需要に不足し，終に他より肥力を購
入せざる可らざるに至る。我が所謂『金肥』は
即ち此時期に必要なるものなり。」（１６９頁），

みず

「親から田圃に培ひ，肥料屎尿を施すを厭忌せ
すね

ざる」（１７８頁），「沼泥の中に脛を没し，悪臭
甚だしき肥料糞尿を荷ひ」（１８１頁）という農
民のすがた，有り様，behavior．
�「行屎送尿は，吾人の日常生活に於て自然

に為す所なり。而かも吾人の之を語るに公然た
らず，之を正視せざる所以のものは，外表修飾
の上に於て止むべからずと雖亦無責任と謂はざ
るを得ず。」（４６５頁）という日常性への着目や
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のことがらゆえ軽小にすぎず重大事件とは思わ

れぬであろうが，小さくない問題を示唆してい

ることもありうる。そうでなければ，大審院ま

で争うわけがない。しかも単なる偶発的事件で

はなかったはずだ。大審院判決を求めた酷似す

る事件が三つほぼ同時期に起きていたからであ

る。奇しくも残された個別史料相互間から事実

関係を構成し，その史料的意義を析出しつつ，

普通の生活そのものに源を発し，利害関係者を

巻き込みつつ平凡ならざる非日常的な裁判まで

発展せざるをえなかった経緯を多少なりとも分

析しえたなら，この社会経済史研究が一定の文

化意義をもちうるかもしれない。

１．いわゆる下掃除請求の詞訟一件の史料

ここに言う，いわゆる下掃除請求の詞訟一件

なるものは大審院が判決をくだした事件名「下

掃除請求ノ詞訟一件」のことである。それは

１８８２（明治１５）年１０月，「大審院民事判決

録」の収録順番号第３７０（大審院の明治１５年

の事件番号としては第２４５号になる）に，かく

のごとく見出される６）。大審院はこの事件の

「訴名」を「下掃除請求」としていた７）。始審

の裁判を行なうことになった東京裁判所へ原告

側が差出した訴状の表紙には「下掃除請求ノ訴

状」と記されていたのであろう８）。そして，始

近代日本農業史研究において下肥経済を取りあ
げることの意義。

４）「一国の首都」は雑誌『新小説』の１８９９年１１
月号・１２月号に前半が，１９０１年２月号・３月
号に「一国の首都続稿」と題して後半が載り，
同年１１月春陽堂発行の随筆集『長語』に収め
られた。『露伴全集』第２７巻（岩波書店，１９５４
年）に収録。のち岩波文庫。

５）「塵芥糞尿の排除の方法もまた都会に取りては
等閑視すべからざる問題にして，一見甚だ些細
なることの如くなれど，この不浄物排除の方法
にして具備せざれば，都会の清潔と健康とは保
つべからず，一切の荘厳をも美麗をも破壊し尽
して，地獄の形相を直に目前に現出すべき也。
支那朝鮮等に遊びて帰れる人士の言を聞くに，
二国の都会のこの問題を等閑視するの甚しき結
果は，折角の宏麗なる都会を化して厭ふべき不
潔の地たらしむるといへり。我が東京はこの点
においては江戸より甚しく進歩し，大に衛生上
及び外観上の善美を増したること疑ふべくもあ
らず。［以下略］」（幸田露伴『一国の首都 他一
篇』岩波文庫，１９９３年，９３－９５頁）

６）『明治前期大審院民事判決録』８（三和書房，
１９６１年）１３頁。

７）『大審院民事判決原本 明治十五年十月分 二
冊の内一』の第１頁にある「明治十五年十月民
事既決目録」には，原裁判所は「東京控訴」，
訴名は「下掃除請求」と記載されている。

８）「訴答文例並附録」（明治６年７月１７日，太政
官布告第２４７号）附録第１号，参照。なお，当
時の民事訴訟の手続きを知ろうとすれば，成文
法としてはこの「訴答文例並附録」になる。こ
れは，後年の本格的な「民事訴訟法」（明治２３
年制定，明治２４年施行）の実施までに行われ
た民事訴訟法であると解され（尾佐竹猛『明治
警察裁判史』邦光堂書店，１９２６年，１９１頁），
この解釈は的確な指摘であったと法制史家から
評価されているからである（向井 健「民事訴訟
法編纂の先達たち」『ジュリスト』第９７１号，
１９９１年，１９頁）。つまり明治６～２３年の約１８
年間機能していた民事訴訟の成文法だったわけ
である。ただし，これによるだけで十分な理解
が得られることにはならないであろう。成文法
とは別に慣行としての慣習法があったからであ
る。当時の民事訴訟の手続きに関する慣行とし
ての慣習法を知るには，「民事訴訟手続」全４９５
条のなかの根拠としての「慣例」をみればよい
と考える。この「民事訴訟手続」は明治１５年
頃に司法省民事局が現行の法令と慣例を条文の
形に集成し始め（兼子 一「民事訴訟法の制定」
『東京帝国大学学術大観』法学部・経済学部，
１９４２年，所収，２２４頁，参照），明治１８年３月
以降ほどなく編集完了したもので（『明治文化
史』第２巻・法制編，石井良助著，洋々社，１９５４
年，４１７頁，参照），そのなかにでてくる「慣
例」は明治初年から慣行として機能していた慣
習法に相当するものだろうからである。
なお，兼子前掲論文２３３頁によれば，東京帝

大法学部研究室所蔵田部 芳寄贈書中に蒟蒻版
刷の「民事訴訟手続」があったらしく，これに
明治１８年春に司法省法律顧問となったイギリ
ス人カークード（William Montague Kirkwood,
１８５０-１９２６）が逐条ごとに意見を加えたものが
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審の裁判に対する控訴について東京控訴裁判所

が行なった終審の裁判に対して，さらに上告が

なされたこの民事事件について大審院は下掃除

の請求に関する「詞訟」９）（もめごと，うった

えごと），と名付けたわけである。

このような民事事件に対する裁判の判決のな

かで，その原本を筆者が閲覧しえたのは第一

審・控訴審・上告審のそれである。つまり三審

すべての判決原本であり，本稿が依拠したもの

を，あらかじめ列記しておく。

第一審としては，『明治十四年 民事裁判言

渡書編冊 五冊ノ四』に収められている「裁判

言 渡 書」（明 治１４年１０月２９日，東 京 裁 判

所）１０）で，以下これを史料�と略記する。
控訴審としては，『明治十五年 民事判決原

本 自第一号 至第九十九号 東京控訴院』に

収められている「裁判申渡案」（明治１５年２月

東京控訴裁判所）１１）で，以下これを史料�と
略記する。

上告審は，『大審院民事判決原本 明治十五

年分 二冊の内一』に収められている「明治十

五年第二百四十五号 判文」１２）で，以下これを

史料�と略記する。これは『明治前期大審院民
事判決録』８のなかに収められている「下掃除

請求上告ノ判文（明治十五年四月二十五日上告

同十五年十月十日申渡）」１３）（以下これを史

料�と略記する）の原本にあたるが，両者には
若干の異同がある１４）。

事件の流れをザッと把握しておくため，史料

司法省司法研究室所蔵のコークウッド「現行訴
訟手続意見書」日本語訳・毛筆写本であったと
いう。これは「カークウード現行民事手続意見
書」とも称され，原本は戦災で焼失したが，そ
の前に日本学術振興会によって「現行民事訴訟
手続及ヒカークード氏意見書」として覆刻され
ていた（手塚 豊「司法省御雇外人カークード」
慶応大学『法学研究』第４０巻第３号，１９６７
年，５７－５８頁，６５頁）。現在，これは『現行民
事訴訟手続及カークード氏意見書』（法務大臣
官房司法法制調査部監修『日本近代立法資料叢
書』２２，商事法務研究会，１９８５年，所収）の
なかの１－９９頁の「民事訴訟手続」によって知
ることが出来る。本稿はこれを利用する。

９）明治５年３月２日付，正院宛の司法省伺に「即
今詞訟法一定ノ規則無之府県ノ裁判自然区々ニ
相成候間詞訟法概略相定一般御布告相成度候」
とあるように（向井 健「明治初年における民
事訴訟法典の編纂」『綜合法学』第６巻第８
号，１９６３年，２頁より再引），明治初年には民
事訴訟法のことを詞訟法と表現していた。詞訟
とは民事訴訟を意味していたのであろう。

１０）事件番号「１８８１年第２１７２号 民第２１７２号」・
事件名「下掃除請求ノ訴訟」，である。この第
一審の判決原本については，学術研究促進のた
め英断をもって国際日本文化研究センターから
公開されたデータベースを筆者は２００６年１０月
１６日付の承認書（１０月１８日接受）により利用
可能となり，ようやく閲覧しえたものである。

１１）事件番号「１８８２年第２３号」・事件名「下掃除
請求ノ訴訟 控訴」，である。これを筆者は１９９６
年１１月２８日，東京大学法学部で閲覧した。

１２）これを筆者は１９９６年１１月２６日，最高裁判所
で閲覧した（２００７年３月８日，念のため再閲覧
した）。

１３）前掲書，２２２－２２３頁。
１４）両者を対照させると，直筆の前者（原本である

史料�）を日本文表記として改善しようとし
て，活字化された後者（史料�）になったとみ
られる。例えば，「而テ」や「而シテ」が「而
メ」に変えられている。「而メ」は現在ではか
えって分かりにくいが，この「メ」は「シテ」
の合字である（岩波文庫版『米欧回覧実記』凡
例，参照）。また，誤字が訂正されているとこ
ろもある。「附與致署」が「附與致置」に，「下
掃除汲取方件」が「下掃除汲取ノ件」に，「習
慣ニ及シタル」が「習慣ニ反シタル」に改めら
れているように。だいたい異字同意で後者が改
良されたものといえるが（例えば，「之」→
「ノ」，「ケ」→「箇」），し か し「其 要 旨」が
「其要日」と誤って書き換えられ，改悪されて
いるところもある。そのため，両方を見て，両
方を用いるのがよいわけで，本稿はそうするの
である。公刊されたものがあるわけだから，普
通はその原本まで見ないだろうが，筆者は史料
�を読み，そこに日本文表記として難があると
感じ，原本に当たることになり，以上のような
対照結果を得た。なお，原本での相当に重要な
誤りが訂正されぬまま史料�でも踏襲されてい
る箇所もある。例えば，原本では被上告人の後
見人の氏名のなかの名前の方（３字）のなかの
「八」を「太」と誤って記入しているが，史料
�でも同様に記載しているため，間違いが繰り
返され，しかも公刊される結果となっている。
大審院の判決原本に事実誤認以前ともいえる単
純なミスが記入されているわけである。訴訟当
事者の名前だけに見過ごし得ないものであろ
う。細かいことではある。detail に truth がひ
そむ。
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����から事実経過を復元すべく作成してみ
たのが表１である（以下，適宜，参照のこと）。

２．三審の基本的事項

［１］ 第一審１５）（東京裁判所１６））

原告；東京府日本橋区久松町２９番地１７）の平民

１５）第一審の判決原本を見ることが出来るようにな
る以前は，史料�ならびに史料�および�から
間接的に推測するしかなかった。例えば，「抑
モ本件ハ最初被上告者ヨリ起訴シ上告者ヘ対シ
テ下掃除ヲ請求シタル」（史料�）とあるか
ら，上告審の被上告人が第一審で下掃除を請求
した原告だったことが分かる，といった具合に。

１６）明治期の民事についての第一審裁判所の名称
は，以下のように変遷した。
�明治５年８月３日から区裁判所（元金１００
円以下の事件を扱う）もしくは府県裁判所。
�区裁判所（明治９年９月２７日から。１００円
以下の事件を扱う）もしくは地方裁判所（明
治９年９月１３日から）。
�明治１５年１月１日から治安裁判所（１００円
未満の訴訟につき裁判権）もしくは始審裁判
所。
�明治２３年１１月１日から区裁判所（１００円
を超過しない金額または価額１００円を超過し
ない物に関する請求等）もしくは地方裁判
所。（『裁判所百年史』最高裁判所事務総局，
１９９０年，１８－２４頁，５２８－５３１頁）
この民事訴訟がなされたのは�で，例えば

「下掃除請求ノ訴訟東京裁判所ノ裁判ニ不服控
訴及ニ付」（史料�）などとあり，東京裁判所
になる。なお，東京府下のばあい明治１５年１
月１日施行の裁判所システムは，大審院－東京
控訴裁判所－東京始審裁判所－治安裁判所（日
本橋区・京橋区・下谷区・浅草区・�町区・四
谷区・芝区・本郷区・本所区・品川）となっ
た。（明治１４年１０月６日，太政官布告第５３号）

１７）日本橋区久松町２９番地は隅田川の両国橋・新
大橋間の右岸の浜町１丁目と，隅田川にほぼ平
行して流れる掘割りにかかる高砂橋との間にあ
り，その地割は間口１５間５尺・長い方の奥行
き２９間９尺の方形で，その地積は４６１坪７合
であった（『大日本 改正 東京全図 日本橋区
十五葉内第三号 実形 二千四百分一』西川光通
編輯，明治１１年５月９日 版権免許 出版人西
川光穂，明治１２年発行）。当時ここを住所とし
ていた内藤がここの地主であったか，地主でな
ければ借地人であろうが，いずれにしても不詳
である。この地番の地所は日本橋区成立以前で
は第１大区１３小区久松町３１番であり，この３１
番の地主名は明治６年の時点では小笠原長守
で，しかも地積（沽券金額）は１，５６３坪（金８６５
円）となっていた（明治６年１２月東京府地券
課作成の「明治六年 東京六大区 沽券地図」７６
枚の複製版のなかの「第壹大區拾三小區圖」［７６
枚中の１１］）。この小笠原は華族のようである。
『明治九年 明治東京全図』には，その氏名の
右肩に「花」と添書きされているからである。
この１，５６３坪は分筆されたはずだが，具体的に
分からない。ともかく，その一部の地所の所有
が明治７年以降，小笠原から内藤に移転したの

であろう。内藤は本郷区本郷真砂町７番地の地
主になるのであるから，日本橋区で借地人より
は地主になっていた可能性があろう。仮に内藤
が地主になっていたとしても，その久松町２９
番地は明治４５年までには三つに分筆され，２９
ノ１（２００坪４合，地価３，５０７円）は山本嘉七
（住所 久松町５番地）が，２９ノ２（１２４坪，地
価２，４８０円）は袴塚治郎兵衛（住所 久松町２８
番 地）が，２９ノ３（１３７坪３合，地 価３，０２０円
６０銭）は新井金次郎（住所 久松町２９ノ３番
地）が所有者になっており，内藤は地主ではな
くなっている（『地籍台帳・地籍地図［東京］』
第２巻，柏書房，１９８９年，１０２頁）。この東京
市区調査会による１９１２年調査の時点で，内藤
は東京市の２筆以上の土地所有者に含まれてい
ない（同上書，第１巻，１９頁・１１３頁）。本郷
区に所有し貸地にしていた地所（本郷真砂町７
番地）も失っている。本郷真砂町７番地はのち
に真砂町７番地と町名変更時に三つに分筆され
たらしく，最大の真砂町７ノ１（２７６坪１合４
勺，地価６，６２７円３６銭）は秋田太郎兵衛（住
所 京橋区本湊町１７番地）が所有しており，小
地積の７ノ２と７ノ３は坪数も所有名義も記載
がない（同上書，第３巻，１５８頁，第６巻，１５５
頁）。なお，この三分筆地は合わせても明治初
年の地積（後述）から大幅に縮小しているので
理解に苦しむことになるが，それは敷地が南面
する通り（現在の春日通りの本郷３丁目交差点
から西寄り間近かに当たり，明治後期には市電
が走るようになる）の拡張にともなう道路用地
への割譲によると理解するのが妥当であろう。
推測するに，この内藤はおそらく久松町２９番
地に所有していたであろう屋敷を失い，また本
郷真砂町７番地の地所も手放し，東京市中では
宅地地主たりえなくなったのではあるまいか。
それに引きかえ，内藤から所有名義が代わった
上記の４名の宅地地主ぶりは東京市中での所有
宅地面積・地価（坪未満・円未満切捨）の点で
次のようである。山本嘉七は７７３坪・１６，２６６
円（神田区千代田町に１８５坪・３，７０４円，東紺
屋町に９０坪・１，４５１円，日本橋区久松町に３筆
２９０坪・５，９３７円，浜町２丁目に２０６坪・５，１７４
円），袴塚治郎兵衛は２９９坪・５，９１５円（すべ
て久松町で３筆），新井金次郎は１３７坪・３，０２０
円（久松町に１筆），秋田太郎兵衛は９８５坪・
１４，３２３円（京橋区本湊町に１筆２５７坪・５，４０５
円，本郷区真砂町に１筆，深川区牡丹町に４筆
４５２坪・２，２８９円）で あ っ た（同 上 書，第１
巻，１４０頁・４０頁・１７２頁・１７４頁，第２巻，４５
頁・５０頁・１０２頁・１０３頁・１３７頁，第３巻，４２０
頁）。日本橋区は１００坪以上所有で明治後期に
は大地主に属させてもよいとの見解――「日本
橋は全市中最高価の地所多き處なれば百坪を以
て大小地主の界となすも猶お其界目の低からざ
るを覚ゆる也」（竹内余所次郎「東京各区に於
ける土地分配の現状（八）」『平民新聞』明治４０
年２月２日）――が出されていたほどの要地で
あったから，そこでの土地争奪は劇的性格を帯
びていたであろう。久松町での土地獲得競争の
なかで上記の山本・袴塚・新井は勝者，内藤は
敗者ということになろう。本郷区真砂町７ノ１
番地の所有者になった秋田は１，０００坪未満の点
では宅地中地主かもしれないが，日本橋区に次
ぐ高地価の京橋区（竹内余所次郎「東京各区に
於ける土地分配の現状（七）」『平民新聞』明治４０
年２月１日によれば，１坪当り平均地価は最高
の日本橋区が５円９９銭，京橋区が３円１１銭）
での所有規模や総地価額を考慮すれば宅地大地
主とみなしてよいであろう。
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西暦 和暦 月日 記 事

明治初年，東京府第四大区七小区本郷真砂町２番地（のち本郷区本郷真砂町７番地）は地主が多

田某，差配人が相川某で，１０戸余の借地人が居住していた模様。

明治６年に，借地人小野某が多田から土地払下げを受け新地主となる。小野はその一郭に住居を

かまえ，ほかは借地人に貸し，その地所で借地人はそれぞれ家持になっていたらしく，この借地家

持は１０軒あった模様。

この借地の下掃除はその地所の差配人相川が仕切っていた（相川が汲取人を選定して下肥売買を

契約し，その差配地からの下掃除代を所得にしていた）模様。

１８７４ 明治７ ３．１４ 地主小野と借地人たちの間で，近隣の貸地料金に比べて割安だったらしいこの地所の貸地料金を

向こう５カ年（明治７～１１年）は据え置くが，６年後の明治１２年からは近隣並に引き上げて改定

するという契約書（のち裁判で「乙第一号証」と称されるもの）がむすばれる。

さらに特約として，６年後の新しい借地料金の値上げ幅によっては下掃除を今度は借地人が仕

切ってもよいという附帯契約書（のち裁判で「乙第二号証」と称されるもの）の存在が主張される

ことになる。

１８７９ 明治１２ １． 料金改定期限のため，地主小野は貸地料金を引き上げた。

借地料金の値上げをうけて借地人たちは差配人相川に下掃除代金の譲渡を要求したが，下掃除所

得の喪失を相川が哀訴したらしく，そのため下掃除を従来どおり放置しておいたという。

こうして明治１２～１３年の２カ年も，依然としてその地所の下掃除は地主・差配人側が仕切って

いた。

１８８０ 明治１３ この年の末頃，小野は本郷真砂町７番地の土地所有権を日本橋区久松町２９番地在住の内藤に移

転したようである。

旧地主となった小野はその地所に今度は借地人として在住し続けた模様。新地主内藤は相川を差

配人から罷免し，本郷区本郷４丁目２６番地在住の高田を新差配人としたらしい。

以上をうけてのことであろう，同じ年の末頃，借地人たちが今後の下掃除は各自で仕切るという

趣旨の書簡（のち裁判で「甲第一号証」と称されるもの）を新地主宛に送付。

新地主は借地人宛の回答書（のち裁判で「乙第三号証」と称されるもの）で貸地料金の引き上げ

を通告。

１８８１ 明治１４ １．

１０．２９

借地人たちは各自で下掃除を仕切るようになる。他方で新地主・差配人側による下掃除を実力で

阻止していった模様。しかも，借地料金の値上げに応じなかった。

この年，内藤と高田が共同で栗原ら１１名を相手どり，下掃除請求の訴訟を起こし，東京裁判所

に出訴。

初審の判決（原告内藤・高田の敗訴）。

おそらく年内に，内藤・高田が東京上等裁判所に控訴。

１８８２ 明治１５ ２．

４．２５

１０．１０

覆審の判決（共同控訴人の逆転勝訴）。

栗原ら１０名が大審院に上告。

大審院の判決（上告を棄却。借地人側の敗訴）。

新地主・差配人側がその地主的所有地・差配地の下掃除から借地人たちを排除することが最終的

に確定する。

表１ いわゆる下掃除請求の詞訟一件関係年表

典拠：史料①②③④より作成。

２００７．６ 明治前期民事判決にみる肥料経済をめぐる利害状況 田中 5（ 5）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００７　経済学研究Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ１／本文／田中様  2007.05.29 17.29.01  Page 7 



の内藤某１８）の後見人で同所の平民の内藤某１９）お

よび本郷区本郷４丁目２６番地の平民で差配

人２０）の高田某）。代言人：溝口某（下谷区下谷

仲御徒町２１）の平民）。

被告；東京府本郷区本郷真砂町７番地の平民の

栗原某・太田某・冨沢某・権田某・上野某・小

野某・仙波某・谷某・根本某２２），および同所の

群馬県士族の田木某２３）と同平民２４）の村本某２５）。

代言人：太田某（京橋区銀座 寄留）。

訴の提起；連帯原告人の内藤と高田は連名で，

連帯被告人の住所の地を管轄する東京裁判所に

訴状２６）を差出した。訴状には，訴訟の標目が下

掃除の請求とされ２７），請求物件は下掃除で２８），

被告の栗原ら１１名に対し，内藤の地主的所有

地であり高田の差配地になっている本郷区本郷

真砂町７番地の下掃除をさせよ，という判決を

求める旨，そしてこれにまつわる事実関係およ

び出訴の理由が記載されていたであろう。この

訴の提起はおそらく１８８１（明治１４）年のこと

である。裁判所から呼出状と訴状を受け取った

被告人は「原告人ノ述ル所非理不実ニシテ弁解

ス可キ確証アラハ其書類ノ全文ヲ写載シ次ニ非

理不実ノ事ヲ書ス可シ」という指示に従って作

１８）女性の名前である。この場合に限らずフルネー
ムで知られるが，本稿では特別な場合を除き氏
名は明記しないことにしてある。しかし苗字す
ら残さないとすれば，イニシャルもしくは記号
（これでは性別すら不明になってしまう）によ
る代替となるが，それでは出来れば避けたい抽
象度が高まるだけでなく，この民事事件のよう
に共同訴訟人の数がかなりのものになると，望
ましくない抽象度が限界を超えると危惧せざる
をえない。よって，苗字の方のみ残し，名前の
方は省略して替わりに「某」を入れることにし
た（その「某」も原則は初出のみとした）。以
下，同様にしてある。これで，人名の固有名詞
的確定ではなく，あくまで素朴な具体性がある
程度は保たれるであろうし，読み手が場合に
よっては知りたいと思うかもしれない，その人
物のプライバシーではなく，あくまで社会経済
史的役割の関するイメージも多少はわきやすく
なろう。なお，その人物が歴史的な有名人であ
る場合は上記の特別な例外に当たると判断して
よいであろう。その方がむしろ敬意を表するこ
とになるはずだからである。

１９）男性の名前である。後見人を必要とした女性の
家族か親族であろう。

２０）１８７３年からは「一切ノ訴状ハ首ニ原被告人ノ
氏名ヲ記シ住所身分ヲ肩書ニシ」となり，訴訟
当事者氏名に肩書しなければならない身分につ
いて「身分トハ官名役名華族士族神職僧尼百姓
何職何商売何渡世ト記スノ類」とされていたが
（前掲「訴答文例並附録」第６条，第１条），
１８７５年に「人民署名肩書ノ儀自今……何府県
華族士族平民ト記載可致此旨布告候事」（明治
８年３月２５日，太政官布告第４４号）と改めら
れていた。したがって，この訴訟当事者の身分
として「平民」と記載され，肩書はそれで済む
はずであるにもかかわらず，高田某だけが平民
のほかに「差配人」と記載されているが，なぜ
か。その共同訴訟人の内藤は地主であり，被告
の共同訴訟人たちは内藤の地主的所有地の借地
人で，かかる不動産賃貸借関係が訴訟の前提条
件をなしているにもかかわらず，そうした地
主・借地人とは記載されていないで，高田のみ
余計に差配人と記載されているからである。お
そらく一種の「役名」と解されていて，この民
事訴訟事件ではキーポイントになるものであっ
たがゆえ特別に記載されることになったのであ
ろう。当時における差配人の社会的役割が問わ
れよう。

２１）代言人の住所は町名まで表示するに止めた。
２２）この９名は男性の名前である。
２３）２５）この２名は女性の名前である。
２４）原文がこうなっている。その意味が不明瞭だ

が，群馬県平民であろうか。つまり，この２人
の女性は群馬県出身だが，本郷真砂町７番地に
住んでいたことになろう。

２６）前掲「民事訴訟手続」第７７条は，訴状に記載
する必要項目を，�原告人の住所身分氏名，�
代言人または代人をもって出訴する時はその住
所身分氏名，�被告人の住所身分氏名，�被告
人の住所裁判所より８里以外の地にあるときは
その里数，�訴訟の標目，�請求物件の種類お
よびその額，�証拠書類の写し，�事実および
出訴の理由，	出訴の年月日，⑩価額の見積を
要するものはその見積価額，以上１０項目とし
ている。このうち，�～⑨は前掲「訴答文例並
附録」に，
は「治安裁判所及始審裁判所ノ権
限」（明治１４年１２月２８日，太政官布告第８３
号）にもとづくものとされている。本稿で取り
上げている事件のばあい，訴の提起は明治１４
年太政官布告第８３号以前であろうから，その
訴状には�～⑨が記載されていたであろうと理
解できる。

２７）そこで言われている下掃除の請求とは何を意味
するかだが，汲取人に下掃除をさせる権限が請
求者側に強制的に移譲される事態になることで
あろう。

２８）この民事訴訟の第一審が区裁判所ではなく地方
裁判所で扱われたということは，本郷真砂町７
番地にある内藤の地主的所有地にして高田の差
配地で１１名の借地人の住まう地所の下掃除に
ともなう金額（このばあい１年間の下掃除代金
になるのではないか）が１００円を超えるものに
なっていた当時の状況を予想させる。
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成した「答書」を裁判所に提出，これで「解

訟」は消え２９），裁判での対決となった。

原告側提出書類；

甲第一号証：書簡（明治１３年１２月頃か。借

地人から新地主内藤宛）で，「糞尿汲取方ノ儀

ハ是迄該地差配ノ者ヘ付与致置候處治世変遷」

とある。（史料�，「上告ノ要領」第一条）
甲第二号証：書簡（明治１３年１１月２８日。

借地人である谷ともう一人の２名から新地主内

藤宛）で，「銘々ニテ汲取ベク申越」という内

容。（史料�）

被告側提出書類；

乙第一号証：契約書（明治７年３月１４日，

地主小野より借地人たちが領収したもの）で，

「該地［本郷真砂町７番地］ノ借地金ヲ五箇年

間従前ノ通リ据置キ年限後ニ至リ比隣並ニ引直

スヘシトノ契約」。（史料�，「弁明」）
乙第二号証：附帯契約書（明治７年３月１４

日の契約書の特約で，地主小野から借地人たち

が領収したもの）で，「借地代価比隣相当ノ額

ニ至リタルトキハ下掃除ハ地借人銘々ニテ之ヲ

汲取ルヘシトノ契約」。（史料�，「上告ノ要
領」第一条）

乙第三号証：回答書（書簡［甲第一号証］に

対する新地主から借地人宛の回答書。明治１３

年末頃か）で，「以書面申入候然ハ過日真砂町

七番地下掃除汲取方ノ儀来十四年一月ヨリ住居

人銘々ニテ被汲取候趣被申越承知致候」。（同上

第二条）

「乍併旧来ヨリ是迄下掃除ヲ以テ差配人給料ニ

相当罷在候處今般新規ニ銘々下掃除被汲取候ニ

付テハ当方他区住居ニ付自分直差配モ難相成依

テハ差配人給料ハ是迄ノ地代ノ内ヨリ差出候テ

ハ何分引足不申就［テ］ハ来十四年一月ヨリ地

代改正致候間此段御報迄御案内申入置候也」

（史料�，「弁明」）
乙第四号証：「前地主ナル多田モ乙第四号裁

判状ノ如ク該契約［乙第一・二号証］アルコト

ヲ認知シ居ル」（史料�）とあるから，元地主
の多田が関係する被告側に有利な証拠書類のよ

うである。

判決；１８８１(明治１４)年１０月２９日に，地主内藤

とその差配人高田による借地人栗原はじめ１１

名に対する下掃除の請求を棄却する判決が下っ

た。連帯原告人の敗訴。

［２］ 控訴審（東京上等裁判所３０））

原告（控訴人）３１）；内藤・高田。代言人：溝口。

被告（被控訴人）３２）；「栗原［某］外拾名」３３）で

２９）前掲「訴答文例並附録」第３３条。

３０）明治期の原則的な第二審裁判所の名称は，以下
のように変遷した。
�司法省裁判所（明治５年８月３日から）。
�上等裁判所（明治８年５月２４日から）。
�控訴裁判所（明治１５年１月１日から）。
�控訴院（明治１９年５月４日から）である。

（前掲『裁判所百年史』１８－２４頁，５２８－５３１
頁）
この控訴時点では�なので東京上等裁判所に

なるが，その判決時点では�なので東京控訴裁
判所になる。明治１５年１月１日を境にして名
称が変わっていたのだから，現在の時点から往
時をたどろうとするさい誤解ないし混同が生じ
やすい。因みに，「本年十月第五十三号布告ヲ
以テ各裁判所ノ位置及ヒ管轄ノ区画改正候ニ付
テハ従前布告布達中上等裁判所トアルハ控訴裁
判所地方裁判所トアルハ始審裁判所区裁判所ト
アルハ治安裁判所ト改マリ候儀ト心得ヘシ」
（明治１４年１２月２８日，太政官布達第２号）
とある。
なお，「控訴裁判所ハ民事刑事ノ始審ノ裁判

言渡ニ対スル控訴ヲ裁判スル所ニシテ常立裁判
所中事実ヲ裁判スル最上等ノ裁判所ナリトス」
（小笠原美治注釈『治罪法註釈』１８８２年，天
賜堂，１７６頁），「大審院ハ特ニ法律適用ノ当否
ヲ裁判スルニ止マリ事実ノ正否ヲ鑑定スルノ所
ニアラサルナリ」（同書，１８７頁）とあるよう
に，控訴裁判所は事実審としては最上等に位置
づけられ，大審院は法律審と性格づけられてい
た。法学用語によって事実審と法律審を理解し
ておく。その場合の「事実」とは，権利の発
生・消滅・変更といった変動の原因たる法律要
件の要素としての「法律事実」で（渡部萬蔵
『法律大辞典』郁文舎，１９０８年，５１２頁），か
かる事実関係の存否が確定されなければならな
い事実問題を審理するのが事実審であり，事実
審のなした裁判につき，その法令違背の有無の
みを審査し裁判する上訴の審級が法律審とされ
る。

３１）３２）史料�には覆審を求めて控訴した者が原告
と書かれ，その相手方が被告と書かれている。

２００７．６ 明治前期民事判決にみる肥料経済をめぐる利害状況 田中 7（ 7）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００７　経済学研究Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ１／本文／田中様  2007.05.29 17.29.01  Page 9 



計１１名３４）。代言人：太田３５）。

控訴の提起；敗訴となった内藤・高田はその初

審を受けた東京裁判所に控訴を届け出た。この

控訴の提起はおそらく１８８１（明治１４）年のこ

とである。控訴の届け出を受け取った東京裁判

所はその裁判言渡の執行を停止した３６）。東京上

等裁判所に送達された控訴状は東京裁判所の初

審に服せず，再び東京上等裁判所に訴え覆審を

求めるもので，それに記載すべき「訴訟ノ題

目」３７）は下掃除の請求となっていたであろう。

判決；この覆審の判決は１８８２（明治１５）年２

月，東京控訴裁判所によって下された。共同控

訴人の逆転勝訴。

［３］ 上告審（大審院）

上告人；栗原 外９名，計１０名３８）。代言人３９）：

鳩山和夫４０）（東京府京橋区彌左衛門町４番地４１）

平民４２））

それぞれの訴訟当事者は第一審の原告と被告と
に対応しているから，そのかぎりでは混同は起
きない。しかし原告・被告だけでは第一審・第
二審のどちらのことであるか区別しづらくなる
こともあるから，控訴審の原告・被告は控訴
人・被控訴人と書くようにすれば，曖昧さはな
くなるであろう。

３３）史料�にある表現で，栗原の名前は「某」に替
えておいた。

３４）１１名のうち，栗原以外の氏名が書かれている
のは太田・冨沢・権田・上野・小野・仙波・
谷・根本の８名で，２名が書かれていない。お
そらく，女性２人の氏名は初めから省略され，
次いで男性８人の氏名が初めは書かれていた
が，あとで省略されていったのであろう。太田
の氏名を表わす五つの漢字には漢字一つ一つそ
のものの上に朱筆で点がふされており，冨沢か
ら根本までの７人の氏名にはそれぞれの漢字の
上に朱筆で縦線が引かれているからである。

３５）この最後に書かれている太田（被告の一員であ
る太田とは別人）の氏名を表わす四つの漢字だ
けが，その前までに書かれている８人の氏名の
書き方と違い，やや上寄りに書かれており，し
かも朱筆は加えられていない。ことさら以上の
ような代言人の氏名の書き方をなぜ問題にした
かというと，史料�から直接的には太田から根
本までの８人も代言人であるかのように読める
からである。史料�は「裁判申渡案」だけあっ
て，それだけでは解読に困難を伴い，もし史料
�を見るのでなければ誤読は必至となろう難物
である。

３６）「控訴上告手続」（明治８年５月２４日，太政官
布告第９３号。明治１０年２月１９日，太政官布
告第１９号，改正）第７条。

３７）前掲「訴答文例並附録」第２０条。

３８）第一審の被告１１名，控訴審の被控訴人１１名，
そしてこの上告審の上告人１０名となってい
る。うち，全員の氏名が判明するのは第一審だ
けで，控訴審は９人の氏名まで初めは書かれた
が，あとで８人の氏名が省略された形跡がある
ことは前述した。上告審では栗原しか人名が書
かれていない。しかも上告審では，それまでの
栗原以外の１０名のうち１名が上告人に加わら
なくなっている。一方の共同訴訟当事者であっ
た借地人の１名にはなんらかの事情で上告人呼
出状が差し出されなかったようなのである。
はっきりしたことはわからないが，仮にその人
名を当てられるとしたら，いったん地主になっ
たが借地人にもどってしまっていた小野の可能
性が一番あるように考えられる。ただし証拠が
あるわけではなく，筆者の憶測の域を脱しきれ
ない。

３９）借地人たちは上告人となるにあたり代言人を替
えたのであった。借地人たちは第一審・控訴審
での代言人太田に上告審での弁論を依頼しな
かった。控訴審での逆転敗訴により，同じ代言
人によっては予定する上告審での勝訴は望み薄
と判断し，より有力な代言人を探し，新たな代
言人に最後の望みをかけたことになる。

４０）この裁判に登場してくる人物のなかで，この代
言人だけをフルネームで示すことになった。そ
うするだけの価値がこの代言人にはあると考え
られたからである。この裁判をおおよそ前後す
る頃までの，その略歴は次のごとし。鳩山和夫
（１８５６～１９１１）は安政３年江戸虎ノ門の作州勝
山藩（２万３千石。下谷真島町に下屋敷があっ
たためか明治初年に真島藩，のち北条県）邸に
生れ（のち母の生家三浦姓を名乗る），明治３
年貢進生（１０万石未満の小藩からは１人，３０
万石以上の大藩からは３人選抜）に藩から１人
選ばれて大学南校（一ツ橋外の護持院ケ原に開
校。最初の入学者は貢進生約３００名，開成所以
来の生徒３００名，計６００名。翌明治４年の学制
改革で一時閉校し，約半数を除名，３００余名に
再入学させる）に入り（最初の入学者は１５の
組に分けられ，初め第１５組に編入されたが，
明治５年に第２組・第１組と進級し，明治６年
頃より級中の首席を占め続けたという），明治
８年に文部省第１期留学生（計１１名，うち法学
４名）となり５ケ年間米国留学を被命（在米中
に鳩山姓に復帰），コロンビア大学でＢ.Ｌ.の学
位，エール大学でＭ.Ｌ.およびＤＣ.Ｌ.の学位を
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被上告人；内藤，高田。

上告の提起：覆審で逆転敗訴となった被控訴人

１１名のうち１０名は上告せんと東京控訴裁判所

に届け出た。上告があっても控訴審の裁判の執

行は停止されない４３）。そして東京控訴裁判所の

終審を不当なりとし，その破棄を求めて１８８２

（明治１５）年４月２５日，大審院に上告状を提

出した。

判決；大審院は１８８２（明治１５）１０月１０日，

原裁判所の裁判は破棄すべき理由がないとの判

決を下し，上告は棄却された。

３．訴訟の前提

［１］ 明治初年としておいてよいであろう，東

京府第四大区七小区本郷真砂町２番地４４）（のち

東京府本郷区本郷真砂町７番地４５）に表示変更さ

れると理解できる４６）。図１４７）と図２４８），参看）は

受け，帰国後の明治１３年８月東京大学法学部
講師となり，明治１４年１２月東京裁判所検事局
の代言人試験に合格して代言人の免許を取得，
明治１５年１月京橋区彌左衛門町の自宅を事務
所として開業し東大講師をやめ（のち明治１９
年に外務省取調局長兼翻訳局長のまま帝国大学
法科大学教授を兼任，明治２０年には文官試験
委員・法科大学教頭［法学部長］・帝国大学評
議官となり，明治２１年法学博士），明治１５年２
月東京府会議員に１，５７２票の最高点で当選，３
月免許代言人１２０余名の組合員からなる東京代
言人組合の組合長に選出（明治１６年・１７年に
も選出され三度重任するが，明治１８年～２２年
外務省に奉職したため代言人の業務を中止，明
治２３年１月再び開業し４月東京代言人新組合
長，明治４３年東京弁護士会長），明治１５年７
月東京府会郡部会議長となっていた（鳩山春子
編『鳩 山 の 一 生』１９２９年，２－３３頁，４３－５１
頁，４９２－４９８頁。中山茂『帝国大学の誕生』
中公新書，１９７８年，４－９頁，参照）。となる
と，東京の最高レベルの代言人鳩山が法曹界に
登場したばかりであり，控訴審で逆転敗訴させ
られた借地人が東京代言人組合長にして東京府
会議員最高得点者鳩山を押し立て，いわば背水
の陣をとったわけなのであろう。上告人が希望
を託すに足るほど高いその弁護士能力の一源泉
はコロンビア大学留学時から始めていた判決例
の研究であろう（前掲鳩山編書，２５頁，参
照）。とすれば，この民事訴訟事件において，
第一審判決にある理由と控訴審判決にある理由
とを比べたはずの鳩山は前者の方にもとづいて
弁論していくことで大審院判事の頭脳を動かし
うると期待したのであろう（同上書，４０８頁，
参照）。そして，十代前半で謡曲を習ったこと
により声量抑揚をある程度心得，留学中の演説
で試練をくぐって鍛えられ，咽喉は人に物を聴
かせる一番の機械であるから咽喉の素養・養成
法を強調し雄弁の技術に一家言のあった鳩山
（同 上 書，１０頁，３０－３１頁，４０５－４０７頁），
その舌鋒さぞ鋭かったであろう弁論には大審院
判事も特に一目置いて傾聴したのではあるまい
か（同上書，５６頁，参照）。その痕跡がわずか
ながらも史料��に残っているように思われ
る。

４１）ここに設けられた事務所は鳩山の独創になり，
わが国の弁護士（当初は代言人で，明治９年の
代言人規則により免許代言人時代に入り，明治
２６年の弁護士法により弁護士時代となる）事
務所の嚆矢という（同上書，２９１頁）。

４２）士族のはずが，史料��共にこうなっているの
で，そのままにしてある。

４３）前掲「控訴上告手続」第１７条・第１８条。
４４）図１にみえる「真光寺」と境界を接している

「貳番」で，地積は４８５坪６合１勺，沽券金額
は７１０円，明治６年１２月時点での地主名は小
野佐平となっているのがそれである。なお，眞
光寺の地積が記載されていないが，その跡地に
なる図２の櫻木神社・十七番（瑞泉院）・十八
番・十九番（櫻木神社は本郷真砂町，あとは本
郷４丁目に属する）の合計から逆算すれば
２，７７４坪８合４勺，それに本郷通りに抜ける道
路部分を加算したものになろう。

４５）図２にみえる櫻木神社・瑞泉院と境界を接して
いる「七番」で，地位等級は８５等，地積は５０５
坪２合となっているのがそれである。地位等級
は地租改正によるものであろう。なお，瑞泉院
とは眞光寺の境内にあった一つの院の名称にち
がいない。１９１２年調査時点で眞光寺は本郷区
に宅地１，３７８坪（真砂町に１筆９８坪，本郷４
丁目に５筆１，２８０坪）を所有し，この他に少な
くとも墓地７０４坪を所有していた（前掲『地籍
台帳・地籍地図［東京］』第１巻，２００頁，第３
巻，１４０頁・１５８頁，第６巻，１３８頁）。

４６）二つの地番の位置と地割が同じようであるか
ら，両者は対応していると理解した。つまり，
ある時点で（明治９年か明治１１年かであろ
う）地番が変更されたが，同じ地所であると判
断した。後者で地積が少し増えているのは後掲
の西川光通「例言」にあるごとく精細なる実測
によるものであろう。

４７）明治６年１２月東京府地券課作成の「明治六年
東京六大区 沽券地図」７６枚の複製版のなかの
「第四大区七小区図」（７６枚中の４６）の部分を
転載。
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図１ 東京府第四大区七小区（部分）
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図２ 東京府本郷区（１８７８年）部分
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地主が多田某４９）で，差配人が相川某であり，１０

戸余の借地人が居住していた模様である。

［２］ そうした借地人のなかの一人小野がこの

土地を地主多田から払い下げてもらうことにな

り，その際の引合人になったのが差配人相川で

あった。この土地払い下げは推測するに１８７３

（明治６）年のことであろう。その際，苦情が

あったので，両者間で特別の契約が成立し

た。５０）次の二つがそれである。

［３］１８７４（明 治７）年３月１４日，小 野（借

地人であったが，新たに地主となり，その一郭

に住居をかまえ，ほかは借地人に貸していたら

しい）は，明治７～１１年の５カ年間は貸地料金

を従来通り据え置き，１８７９（明治１２年）から

は近隣の貸地料金水準に改定するという「契約

４８）『大日本 改正 東京全図 本郷区 十五葉内十一
号 実形 二千四百分一』（西川光通編輯，明治
１１年５月９日 版権免許 出版人西川光穂，明
治１２年刊行。以下，「明治１１年 東京全図 本
郷区図」と略記）の部分を転載。この地図は
『大日本 改正 東京全図』全十五葉のうちの１
枚であるが，この全十五葉の地図の意義につい
て，西川光通が明治１２年３月に誌して地図の
余白に刷り込んだ「例言」に次のようにある。
「此図ハ曽テ東京府庁ニ於テ管下一般ノ精細
地図ヲ調製セントシテ其官吏ニ命シ実地ニ就テ
調査ヲ遂ケラレ漸クニシテ落成セシモノナルカ
早ク明治五年ノ頃ヨリ着手サレ爾後再三市街道
路ノ変更アル毎ニ之ヲ改正シ殆ント前図ヲ一変
スルノ際ニ方リ又地租改正ノ事アルヲ以テ更ニ
其民有地ノ間口奥行坪数等ノ精細ナル実測ヲ得
テ之ヲ記入ス殆ント大成シタルモノニシテ世間
未タ此ノ如キ精細緻密ナル良地図アルヲ見ス実
ニ一箇ノ珍宝ナルモ只謄写ノ侭府庁ノ倉庫ニノ
ミ存シテ人民一般ノ便益トナラサルヲ遺憾ニ思
ヒ府庁テ請テ之ヲ縮写シ既ニ其�閲ヲ受ケ之ヲ
上鐫スルノ際ニ方リ又郡区改正ノ挙アルヲ以テ
其区画ニ基キ之ヲ十五葉ニ区分セシハ展覧ヲ便
ニセンカ為ナリ」。文中には明治初年の東京府
による次のような地図作成の経過が概説されて
いるだろう。�明治５年以前に作成したもの。
�ほとんど前図を一変したもので，前掲「明治
六年 東京六大区 沽券地図」がそれに当たろ
う。�地租改正による地位等級と間口・奥行の
計数すら書き込まれた精細緻密なもので，前掲
「明治１１年 東京全図」がそれに当たろう。
なお，文中にある郡区改正とは明治１１年１１

月２日の東京府の布達による，府下１１大区１０３
小区（郭内つまり後の１５区内の地域の６大区
７０小区制と，郭外つまり郡部の地域の５大区３３
小区制とから成る）を廃止して，郭内を１５区
（�町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・赤
坂・四谷・牛込・小石川・本郷・下谷・浅草・
本所・深川）に分け，郭外を６郡（荏原・南豊
島・北豊島・東多摩・南足立・南葛飾）に分け
る１５区６郡の決定のことであろう。（『東京百
年史』第２巻，１９７２年，８０３－８０７頁，参照）

４９）氏名のうち氏だけ残し，名は省略した。以下，
上告審における上告人側の代言人の名のほか
は，同様に省略してある。これは史料からの引
用文でも同様である。なお，多田は１９１２年調

査の時点で，住所が麻布区坂下町３番地，その
所有する土地は日本橋区の３筆の宅地で，金吹
町に７３．０９坪（地価２，１９２円７０銭），本船町に
１３８坪（１０，７６４円），松島町に７４．３３坪（１，１１４
円９５銭），計２８５．４２坪（１４，０７１円６５銭。１坪
当たり平均地価４９円３０銭）となっていた（前
掲『地籍台帳・地籍地図［東京］』第１巻，９９
頁，第２巻，７８頁・８１頁・９４頁）。そ の 住 所
とする地番が所有地となっていないのは多田が
おそらく長男の多田源太郎の所有名義にしてい
たがためであろう。とすれば，この多田家の土
地所有規模のためには少なくとも両者のそれを
合算する必要がある。少なくとも，と書いたの
は三男かもしれない芝区白金町に住む多田源三
郎が芝区に３筆の３５３．３７坪を所有しているか
らであるが，問題は他にも二つある。東京市内
の宅地所有者としての多田源太郎は３人（それ
ぞれ住所が違い，上記の�麻布区坂下町在住，
その他に�日本橋区室町在住，�麻布区笄町在
住）いたことになっているからである。その所
有宅地面積は�が２，５９９坪，�が１１２坪，�が
４２４坪，となっていた。あくまで同名異人とし
て��を除外すれば，この多田家の所有宅地総
面積は２，８８４坪になり，仮に三男として加えれ
ば３，２３８坪になる（同上書，第１巻，９９頁）。
もう一つの問題は，１９０６（明治３９）年末時点
の調査結果によれば，多田源太郎は所有地積
６，００９坪とされているからである（竹内餘所次
郎「東京市の大地主(二)」『平民新聞』明治４０
年１月２０日）。竹内による調査は上記の３人を
同名同人として一くくりにしていたのであろう
か。仮にそうだとしても，まだ２，０００坪以上の
差がある。いずれにしても，この多田家は明治
初年には本郷真砂町２番といった地所を処分し
つつも遅くとも明治後期までには東京市中の宅
地大地主になっていたのである。

５０）これは判決原本中の以下の一節の解釈にもとづ
く――「旧来該地ノ差配人ナル引合人相川［某］
ニ於テ該地所ハ曾テ小野［某］ニ於テ払下ヲ受
クル際他ノ借地人ハ銘々ニテ下掃除汲取居タル
モ苦情有之ヨリ乙第壱弐号証ノ如ク特別ノ契約
ニ相成タルコトハ聞及ヒタル旨明言シ」（史料
�，下線は引用者）。文中の下線部分の理解に
難がある。まず，小野以外の借地人の動向とし
て，戸別の下掃除権にもとづき汲取りさせてい
たように読めるが，後述のように，下掃除代を
受取っていたのは差配人相川のようだからであ
る。また，新たに地主となった小野が下掃除権
を主張してくるのを借地人が危惧したことでの
苦情なのか，借地人による下掃除の現状に対す
る新地主小野の苦情なのか，明瞭でない。

経 済 学 研 究12（ 12） ５７－１

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００７　経済学研究Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ１／本文／田中様  2007.05.29 17.29.01  Page 14 



書」（のち乙第一号証）を，借地人とむすぶ。

とすると，明治初年から明治１１年までのお

よそ１０年間は近隣に比べて低い借地料だった

ようなのである。

［４］ それと同時に「特約」として「附帯契約

書」（のち乙第二号証）をとりかわしたらし

い。新しい借地料金が近隣のそれと比べて「相

当ノ額」に改定された場合，借地人が下掃除を

行ないうる（つまり下掃除代を借地人所得とす

る）としたものである。

［５］１８７９（明治１２）年１月，先の「契約書」

にいう期限となり，地主は貸地料金の改定（値

上げ）を行なった。

［６］ このとき先の「特約」にもとづき，借地

人は自ら汲取人に依頼し下掃除代金を受け取る

ようになれたのだが，結局その権利を行使しな

かった。相川というその土地の差配人に下掃除

を自分たちに渡すよう要求したところ，相川が

その所得から離れることを嘆いたため，そのま

ま放置しておいた。

［７］ そのため１８７９（明治１２）～１８８０（明治

１３）年の２年間も，下掃除は地主側が行なって

いた。 「其期限ナル明治十二年一月ニ於テ

当時ノ地主カ該契約ノ如ク借地金ヲ比隣並ニ引

直シタルニ際シ下掃除ノ進退モ之ト共ニ引直ノ

要求ヲ做スヘキハ当然ナルニ独リ借地金ノ引直

ヲ履行セシ而巳ニシテ其期限ヲ経過スル幾ント

二箇年ノ久シキニ至ルモ下掃除ハ依然トシテ該

地主ノ進退ニ任放シ置キタルナリ」（史料�，
「弁明」）。

［８］ この土地の所有が小野から内藤に移転し

た。１８８０（明治１３）年１１月であろう。小野は

借地人として同じ土地にとどまった。 「当

時ノ地主ナル小野（現今ハ該地ノ借地人ナ

リ）」（同上）

［９］ この土地の差配人も，前地主のもとでの

相川から新地主のもとでの高田５１）にかわった。

［１０］１８８０（明治１３）年１１月２８日に突然，

借地人の谷ともう一人の２名が「銘々ニテ汲取

ベク申越」（のち甲第二号証）に及んだ（史料

�）。
［１１］ これに対する地主の借地人宛「回答書」

（のち乙第三号証）で，下掃除代を借地人所得

にするなら，そのぶん貸地料金を引き上げると

通告。ただし，この書面を送付したからといっ

て，借地人による下掃除を承諾したわけではな

かった。

［１２］１８８１（明治１４）年１月から借地人は選

んだ汲取人に下掃除させて下掃除代を所得にし

始めた。

［１３］ その頃であろう，借地人は新地主宛に，

約言すると「地所差配人等カ借地人ノ糞尿ヲ所

得トスル旧慣ノ如キハ条理ノ然リトスル所ニア

ラサルヲ以テ是等モ時世ノ変遷ニ因テ改良シ各

借地人ノ進退ニ任セ諸税上納ノ一助ニセン」と

いう意味の「書簡」（のち甲第一号証）を送付。

（史料�，「弁明」）
［１４］ しかも新地主からの借地料金引き上げに

は応じなかった。新地主の差配人による下掃除

権行使を妨害しもしたであろう。お互い下掃除

権の実力行使にでたことになろうが，その場

合，借地人の方が有利になったはずである。こ

こに地主・差配人側が公力に訴えでねばならな

くなった。

５１）本郷真砂町７番地の地主となった内藤がその差
配人に選んだ高田の住所である本郷４丁目２６
番地（図２によれば，地位等級は９７等，地積
は９０坪１合５勺）は以前は第四大区七小区本
郷４丁目１７番地（図１によれば，地積は８８坪
１合５勺，沽券金額は２００円［１坪当り平均沽
券金額２円２７銭］，地主名は高田）となってお
り，差配人として使われる高田も明治初年では
この地所の地主だったのである。そして，この
地所は１９１２年調査の時点では地価が２，５２４円
２０銭（１坪当り平均地価２８円），所有者が豊国
銀行（本店は日本橋区小網町，その東京市中の
所有宅地総面積は１，８８０坪）となっていた（同
上書，第３巻，１４０頁，第１巻，５６頁）。明治期の
土地所有の変動ぶり（地価の上昇程度も）をう
かがわせるほんの一例であろう。
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４．第一審判決手続の進行過程

［１］１８８１（明治１４）年，地主内藤とその差

配人高田が借地人栗原ら１１名を相手取って

「下掃除請求ノ訴訟」を起こし，東京裁判所に

出訴した。

�「本訴請求スル本郷真砂町七番地ノ下掃除
汲取方ハ府下ノ慣習ニテ従来差配人ノ所得ナル

處」であったが，� 明治１３（１８８０）年１１月

２８日「甲第弐号証ノ如ク突然被告谷［某］外

壱人ヨリ銘々ニテ汲取ベク申越ニ付乙第三号証

書面ヲ送リタルモ原告ハ承諾シタルニアラ

ズ」，� しかるに明治１４（１８８１）年「一月後

被告共ニテ銘々汲取居ルニ付乙第壱弐号証ハ原

告ノ関知スル處ニアラザレバ府下慣習ニ基キ原

告ヘ汲取度然ラザレハ地代直上ゲヲ請求スル旨

陳述ス」。（史料�）
［２］ 提訴に対する被告側の申立ては次のよう

であったらしい。

� 乙第二号証には「借地代価比隣相当ノ額

ニ至リタルトキハ下掃除ハ地借人銘々ニテ之ヲ

汲取ルヘシトノ契約」があり，� かつ乙第三

号証は新地主内藤がわれわれ借地人に「糞尿ヲ

汲取ルコトヲ承諾シタル」ものであるから，�
内藤とその差配人高田による我々に対する下掃

除の請求には応じ難い。（史料�，「上告ノ要
領」第一条）

［３］ 原告側の反論は次のようであったらし

い。

� 借地人たちが送付してきた書簡（甲第一

号証）には，糞尿汲取の権限は差配人から借地

人に移すのが時代の流れであるという理由を示

すだけで，� いささかも前地主との特約（乙

第二号証）による掛け合いではなかった。�
そもそも前地主と借地人との間の契約書および

特約の存在を原告は知らなかったから，この乙

第一・二号証は原告に対して無効である。

［４］１８８１（明治１４）年１０月２９日，判決が

言い渡された（判事１名，判事補２名，全員一

致）。それは次のようなものであった。

� 乙第一号証・乙第二号証という「特別ノ

契約」が成り立っていたことを聞き及んでいた

と相川は明言し，� この契約を多田も認知し

ており，� のみならず「乙第三号証中（銘々

ニテ汲取ラレ候趣被申越承知致候云々）トノ文

詞ヲ視ルモ已ニ原告ハ被告銘々ニテ汲取ルコト

ヲ承諾シタルコト明瞭ナリトス」，�「而テ地
代ハ比隣相当ニ相成居ル上ハ乙第壱弐号証ノ契

約有之ニ付直増ヲ求ムル理由之レナキモノト

ス」，すなわち借地料は近隣地に比べて低いわ

けでなく，すでに値上げされて「比隣相当」に

なっているがゆえに，その反対給付として借地

人側に下掃除させることを前地主が認める契約

があったのだから，新地主・新差配人側が下掃

除の請求もしくは貸地料値上げの要求をする正

当性はない。�「因テ本訴原告ノ請求相立タズ
／但訴訟入費ハ原告ヨリ償却ス可シ」。（史料

�）
被告側の申立てが是認されたらしく，原告側

の下掃除請求は棄却された。原告の敗訴。

５．第二審判決手続の進行過程（史料�）

［１］ 始審に不服な内藤・高田は覆審を求め控

訴に及んだ。

［２］ 被告（被控訴人）側の陳述は次のようで

あった。

� 新地主からの回答書（乙第三号証）の通

り，下掃除を借地人の所得とするのを新地主は

承諾していた。� その回答書の末文に，地代

金改正云々とあるが全く当てはまらない要求な

ので，承諾しなかったのはすでに前地主との特

約（乙第二号証）で明治１２年１月より地代金

が引き上げられているからである。

［３］ こうした陳述がなされたので原告（控訴

人）側をただしたところ，次のような申し立て

であった。

� そうした地代金の引き上げはあったが，

隣地並になったとはいえない。該地の比隣では

差配人が下掃除を所得にしているので，被告た
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ちの借地でも従前のようにその下掃除を原告差

配人の所得にするべきなのに，現今のように被

告たちの所有になっているままでは原告地主の

所有地に属すべき所得が毀損するので，隣地並

とはいえないようになってしまっているからで

ある。

� それゆえ，回答書の末文で地代改正を申

し入れたのである。なお，原告側は被告側証拠

書類乙第二号証が偽造ではないかとの疑問を呈

した模様である。

［４］１８８２（明治１５）年２月，判決（主任判事

１名，副任判事２名，全員一致）。

� 乙第二号証を案ずるに，その文中には地

借金が隣地並になったときには下掃除も借地人

が銘々でなしうるとあり，これによってみれば

被告たちの地借金が隣地並に引き上げられたば

あいには直ちに下掃除を被告方が取得すべきな

のは論をまたない。ところが，被告たちが下掃

除を取得しなかったのは該地の差配人であった

相川なる者が下掃除を自分たちに渡すべきだと

いう被告たちの要求に対して下掃除の所得から

離れることを嘆くのでそのまま放置しておいた

からである，という被告側の言明をみれば，前

地主のもとでも差配人なる者が出来ていて，下

掃除はこの者の所得となっていたので，差配人

から下掃除を取り上げるに忍びなかったという

わけである。被告たち自ら下掃除を放棄したこ

とになろうか。

� 甲第一号証には，糞尿汲取方の義はこれ

まで該地差配の者へ付与してきたが治世の変遷

により糞尿を他人に付与すべき条理はもはやあ

るべきはずがないとか，差配人すらも変動する

時節なので旧慣を洗除して当該不浄物の汲取を

借地人たち銘々でなすべきであるとか書かれて

いても，いささかも乙第二号証の特約による要

求であるとの主張がなされていない。

� こういうわけであるから，被告はすでに

前地主から地借金を引き上げられているので乙

第二号証と乙第三号証によって「糞尿ノ所得ハ

得ヘシト」いえども，これと原告が求める地代

改正を承諾しないという言い分とは両立しえな

いので，「被告乙第三号証即チ原告ノ返書ニ拠

リ下掃除ノ所得ヲ得ント欲セハ相当借地金ノ増

額ヲモ肯諾セサルヲ得サルモノトス」と言渡し

た。

� 訴訟入費は被告から原告へ償却すべし。

６．第三審判決手続の進行過程（史料�・�）

［１］ 栗原ら１０名の借地人は覆審判決の破棄

を求めて，１８８２（明治１５）年４月２５日上告。

その上告理由は次のようであった。

� われわれ借地人が甲第一号証のような書

簡を新地主に送付したので，我々が乙第二号証

にもとづく権利を放棄した，と東京控訴裁判所

は認定したが，「抑モ上告者カ甲第一号証ヲ被

上告者ニ送付シ以テ糞尿汲取ノコトヲ掛合ヒタ

ルハ是レ乙第二号証ニ因テ生スル所ノ権利ヲ抛

棄シタルニ非スシテ乃チ第二号ノ契約アルカ故

ニ其掛合ヲナシタルモノト論セサルヲ得ス何ン

トナレハ凡ソ地借人ノ下肥ハ其地ヲ差配スル者

ノ所得トスヘキモノナルコトハ東京府下一般ノ

習慣ナルカ故ニ地主ト地借人ノ間ニ特約アルニ

アラサレハ地借人ハ強テ之ヲ所得トナスコトヲ

得サルモノトス」。

� したがって，特約があったからこそ我々

は一般の習慣に反する書簡を送付できたのであ

り，もし特約がなかったなら下肥の慣習に添わ

ない書簡を送付しえる条理はないわけである。

� それから，回答書のなかの一文によって

新地主が借地人の書簡による掛け合いを承認し

たものであることは事理に照らして明らかであ

る。このように，書簡による掛け合いをすでに

承諾していたはずの新地主が控訴までして再度

われわれに対して下掃除請求の訴えを起こすよ

うな権利はないこと明瞭である。

� にもかかわらず，東京控訴裁判所が回答

書に対しその性質がいかなるものかの説明を与

えないのみか，書簡の送付を理由に，特約にも

とづく権利を放棄したものであると裁定したの
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は事理に背反した不当の判決であり，われわれ

は服し難い。

［２］ 大審院は東京控訴裁判所の判決に対し

て，その要旨は � 借地人たちが新地主に掛

け合う際に書簡にあるような一文（「糞尿汲取

方ノ儀……治世変遷」）を用い，特約によらな

かったことから判断すると，借地人たちは特約

の権利を放棄していたとみなすことができ，�
それゆえ，借地人たちが新地主からの回答書に

よって下掃除の所得を得ようと欲するなら相当

の地借金の増加をも承諾せざるをえない，とい

う判定であるとみなし，この判決を不当の裁判

にあらずとする立場をとった。

［３］ 大審院による覆審判決を支持する「弁

明」は次のようであった。

� 明治１２年１月に当時の地主が借地金を

引き上げた際に，明治７年３月１４日の契約書

特約（乙第二号証）にもとづき借地人は下掃除

の権利を行使しようとすれば出来たのにそうせ

ず，その後２年間も従来通り地主側が行使する

のを放任していた。

� 新地主宛の書簡には乙第二号証にもとづ

く要求であると書かれていず，その要旨として

は，差配人らが借地人の糞尿を所得にしている

現行習慣は不条理なものであるから，時世の変

遷があるなかで旧慣として改められるべきで，

各借地人の自由処分に任せ納税の一源泉にする

という意味のことが書かれている。しかも今

回，上告代言人は「東京府下一般ノ習慣ナル差

配人ノ所得トスルコトヲ陋習視シテ之ヲ一洗セ

ントノ請求」であると明言した。つまり，一般

論の主張にすぎない。しかも，これが上告人側

の本音なのであると解せざるをえない。特約が

あったから東京一般の習慣に添わない書簡を送

付したという前後関係は認めがたい。

� そうだからこそ，覆審で原告側がもっと

も信認できないのは乙第二号証であるとしてい

たはそれなりの理由があるのであり，仮にそれ

が乙第一号証に付帯する真正の契約証だとして

も，その特約の効用を借地人自ら失効させてし

まったものとみなさざるをえない。

� 新地主の回答書にしても，書簡による借

地人の請求を承諾したものではない。そのなか

の一文（「乍併……申入置候也」）は，「若シ借

地人ニ於テ下掃除ノ進退ヲ希望スルアラハ之ニ

換ヘテ地代ヲ増加セント反求スルノ文意タルヤ

一目瞭然ニシテ掩フ可ラサルモノアレハナ

リ」。

� したがって，東京控訴裁判所が被告に言

渡したことは不当な裁判ではない。

［４］ 明治１５年１０月１０日，判決（判事３名，

全員一致）。「右ノ次第ナルヲ以テ原裁判所ノ裁

判ハ破毀スヘキ理由ナキモノトス／ 但上告入

費ハ上告者ヨリ弁納スヘシ」

７．借地人の存在形態，そして雪隠の存在形態

約５０５坪の敷地を１２戸（元地主の小野を加

えて）が借地（仮に平均すれば１戸当り約４２

坪の敷地となろうか）し，そこにある程度の建

ぺい率で建坪をとって建築するといった，それ

ぞれ戸別の家持形態ではなかったのか。借地人

たちが東京裁判所に被告側証拠書類として提出

した乙第二号証に「下掃除ハ地借人銘々ニテ之

ヲ汲取ルヘシ」とあったから，借地人たちはそ

れぞれ下掃除させる場所を個別に占有していた

ことになる。したがって，惣雪隠ではなく，戸

別雪隠になっていたはずである５２）。

因みに，ここで明治前期東京の中心部の一地

域における雪隠の存在形態を瞥見しておこう。

そのための有力なデータになりうるのが「神田

区内市街衛生上実施調査」（明治１７年１２月）５３）

５２）惣雪隠と戸別雪隠については拙稿�，参照。な
お，惣雪隠という名称には近世的色彩が濃く，
近代的名称が総雪隠になるのではなかろうか。

５３）『東京市史稿』市街篇・第６９巻（東京都，１９７７
年）４７-１３２頁，所収。原史料は『明治十七年
神田區市街衛生上實地調査 第壹號』（東京府文
庫）である。両者には若干の異同があるので，
必要な場合は原史料に依拠する。
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における「總雪隱」５４）である。

１８８４（明治１７）年の神田区は町数９９，丁数

１２５，戸数３２，２０４（B），人口１０４，７０８（C）である

が，そのなかに総雪隠１，６５６５５）（D）が存在して

いた。別に街頭便所１１８があるから，この総雪

隠はそうした公共的な街頭便所ではなく，特定

の複数の戸数の住人が共同で使用する私的なも

のということになる。（表２，参照） 町別の総

戸数に占める総雪隠数の比率が１０％超の町が

１３町（表２のD／Bがアンダーラインつきゴ

チックの町で，全９９町の１３％を占める），５％

超なら４６町（D／Bがゴチックのみ）が加わ

り，合計５９町（全体の約６割にあたる）とな

る。明治前期東京における総雪隠の典型的な分

布状況を示すものといえよう。

そうした総雪隠を日常的に使用する住人は主

に借家人で，とりわけ裏長屋の住人は必ずそう

であったろう。表３は神田区内の六つの地番に

おける最下等の裏長屋の事例である。建ぺい率

は事例６を除いて７６～８５％と高率で，敷地

いっぱい近くに長屋が建てられていた。１戸当

り平均宅地坪数は４．１３坪（表２にみる区全体

のそれ１７．８４坪の２３％）で，１戸当り平均建坪

は３．２１坪である。１人当り平均宅地坪数は１．４３

坪（表２にみる区全体のそれ５．４８坪の２６％）

で，１人当り平均建坪は１．１１坪である。最下

等たるゆえんである。戸別雪隠を容れるなど全

く不可能である。これほどのミゼラブルでなく

とも，表２にみられるような１人当り平均宅地

坪数が３～４坪といった程度では戸別雪隠を容

れる余地は極めて狭められていたといえよう。

事例１と事例５の総雪隠の在り方は図３と図４

のようであった。

神田区の状況から他の東京１４区を推し量る

のは材料不足にちがいないが，当時の借家人戸

数の構成比の高さ（１８８０年代初頭の東京府下

全１５区の平均が７０．４％，神田区が６８．６％５６））

からして，総雪隠が構成的比重をもって存在し

ていたことは疑いえないのである。そのことは

戸別雪隠が支配的ではなかったことを意味す

る。

なお，当時の神田区内の借家人戸数を求める

に，３２，２０４（表２のB）×６８．６％（明 治１３年

調査の借家人戸数比率）＝２２，０９２戸（E）とな

り，（E）÷１，６５６（表２のD）＝１３．３４（F）との推

計値になるから，平均すると約１３戸で１総雪

隠を使用していたのではあるまいか。このよう

な場合，総雪隠に対する汲取りの回数は戸別雪

隠に比べて，はるかに頻度が多からざるをえ

ず，また下掃除代も高まらざるをえないことに

なり，それに差配人が関与していたなら，下掃

除代に主眼が向かざるをえないことになろう。

例えば仮に試算してみると，１０４，７０８人（表２

のC）÷３２，２０４戸（表２のB）か ら の１戸 当

り人数３．２５に上記の（F）を掛けると４３人にな

る。これに，例えば「一口廿五銭之下掃除」

「一人一ケ年ノ糞尿代二十五銭（當時ノ相

場）」（後出，引用文）を掛けた場合は１総雪隠

当りの下掃除代が１０円７５銭になる。

８．課税問題

本稿が取り上げた民事訴訟事件の原告側提出

書類の一つである書簡（明治１３年１２月頃か。

借地人から新地主内藤宛。甲第一号証）に，今

後は借地人各自が取得すべき下掃除代を「諸税

上納ノ一助ニセン」（本稿３．訴訟の前提［１３］）

との意味が含まれていたらしい。その場合の諸

５４）同上書，４８頁以下。なお，「總雪隱ハ惣テ油樽
ヲ用ユルガ爲メ其糞尿井中ニ滲透ス。」という
状況認識から，「總雪隱ハ飮料井ヲ距ルコト三
間以上ニシテ，其糞壺ハ石造（石質緻密ナルモ
ノヲ用ユヘシ。）ニ改メ，陶土ヲ以テ其周圍及
基底ヲ作リ，以テ滲漏ヲ防ガズンハアルベカラ
ス。」との「改良按」が打ち出されていた（同
書，72－73 頁）。油樽が用いられていた。総雪
隠を排除するのではなく，あくまでも総雪隠の
存続を前提とした上での改良案になっているの
である。

５５）同上書，５０頁には２，６５６と算出されているが，
間違いと判断したので修正した数値である。

５６）拙稿�，参照。
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部名 町名 丁数 民有宅地面積（Ａ） 戸数（Ｂ） Ａ／Ｂ 人口（Ｃ） Ａ／Ｃ 総雪隠（Ｄ）Ｄ／Ｂ 街頭便所

一

部

坪 坪 坪 ％

錦 町 ３ １，０８２ ２，８９１ ２５ ２．３ －
小 川 町 １ ８１９ ２，５３９ ８ １．０ １

小計 ２ ４ ５０，０８２ １，９０１ ２６．３４ ５，４３０ ９．２２ ３３ １．７ １

二

部

淡 路 町 ２ ６８１ １，８１３ １３ １．９ ３
南 甲 賀 町 １ ３５４ ９１７ ６ １．７ －
北 甲 賀 町 １ １７０ ５９４ １０ ５．９ －
東 紅 梅 町 １ １６０ ５７０ １０ ６．３ －
西 紅 梅 町 １ １９３ ５３０ １３ ６．７ －
袋 町 １ １４８ ３７８ ６ ４．１ －
鈴 木 町 １ １３７ ３９６ １９ １３．９ １

小計 ７ ８ ７０，４８７ １，８４３ ３８．２４ ５，１９８ １３．５６ ７７ ４．２ ４

三

部

猿 楽 町 １ ６３８ ２，２６９ １９ ３．０ －
裏 猿 楽 町 １ ９０ ２８４ ４ ４．４ －
一ツ橋通町 １ ２１２ ９０４ ３ １．４ １
今 川 小 路 ３ ６２４ ２，１９１ ９ １．４ ２
南 神 保 町 １ １７６ ６２２ ８ ４．５ －
北 神 保 町 １ １６１ ５８５ ５ ３．１ －
西 小 川 町 ２ ３５４ １，０４０ １４ ４．０ －
中 猿 楽 町 １ ３４３ １，１８１ ７ ２．０ －
裏 神 保 町 １ １９８ ８１５ ３ １．５ －
表 神 保 町 １ ６１８ １，６７８ ５ ０．８ －

猿楽町 自一丁目
至三丁目 ３ ６１３ ２，１４７ １３ ２．１ －

三 崎 町 ３ ３６９ １，００４ １３ ３．５ ２
小計 １２ １９ １２５，８７１ ４，３９６ ２８．６３ １４，７２０ ８．５５ １０３ ２．３ ５

四

部

鎌 倉 町 １ ９９ ３６１ １８ １８．２ －
皆 川 町 １ ３３５ １，１３３ ２９ ８．７ －
千 代 田 町 １ ３１４ １，３７３ ２６ ８．３ １
松 下 町 １ ８５ ２５６ １４ １６．５ －
永 富 町 １ １６４ ５２５ １２ ７．３ －
� 燭 町 １ ３３９ ６９５ １７ ５．０ －
旭 町 １ ４９１ １，３２７ ３１ ６．３ ２
竪 大 工 町 １ ２６４ ９２５ ２１ ８．０ １
新 銀 町 １ ７１５ ２，２１５ ４２ ５．９ －
塗 師 町 １ ７１ ３６８ ７ １０．０ －
佐 柄 木 町 １ ４７２ １，８４９ ２４ ５．１ １
連 雀 町 １ ４２６ １，３１８ １８ ４．２ ２
多 町 ２ ５００ １，８０２ ４３ ８．６ １
新 石 町 １ ２０６ ６８２ ２２ １０．７ ２
関 口 町 １ ６１ ２１８ ５ ８．２ －
西 今 川 町 １ ４７ １７３ ５ １０．６ ２
雉 子 町 １ ３９７ １，１９８ ２４ ６．０ １
美 土 代 町 ４ １，０７１ ３，２４４ ３７ ３．５ ５
三 河 町 ４ ８３９ ２，９６１ ５６ ６．７ ２

小計 １９ ２６ ８７，８００ ６，８９６ １２．７３ ２２，６２３ ３．８８ ４５１ ６．５ ２０

五

上 白 壁 町 １ ７６ ２７０ １３ １７．１ １
下 白 壁 町 １ ２１１ ６３０ １５ ７．１ －
鍛 冶 町 １ ４１１ １，０４１ ３８ ９．２ １
鍋 町 １ ４１１ １，３７４ ２６ ６．３ １
通 新 石 町 １ ３１２ ９４５ ２０ ６．４ －
須 田 町 １ ２２９ ７０９ ２６ １１．４ ３
紺 屋 町 １ ４６４ １，５２８ ３５ ７．５ ２
黒 門 町 １ ２５９ ８６２ １８ ６．９ －
松 田 町 １ ２４７ ６６７ １１ ４．５ －
小 柳 町 １ ３３３ ８６５ ３４ １０．２ －
西 福 田 町 １ １８３ ６７４ ６ ３．３ １
北 乗 物 町 １ ６３ ２２５ ４ ６．３ －
南 乗 物 町 １ ９１ ２８６ ８ ８．８ ２

表２ 神田区内の町別の戸数・人口・総雪隠・街頭便所（１８８４年）
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部名 町名 丁数 民有宅地面積（Ａ） 戸数（Ｂ） Ａ／Ｂ 人口（Ｃ） Ａ／Ｃ 総雪隠（Ｄ）Ｄ／Ｂ 街頭便所

部

坪 坪 坪 ％

美 倉 町 １ ４８ ２３４ ４ ８．３ １
富 山 町 １ ２６９ ７４８ １５ ５．６ －
平 永 町 １ ３２４ ８７８ １８ ５．６ －
元 柳 原 町 １ ３７３ １，１０８ ２１ ５．６ ４
柳 町 １ １７７ ６５２ ６ ３．４ １
東 松 下 町 １ ５９０ １，５２２ １９ ３．２ ３

小計 １９ １９ ６１，３８９ ５，１０７ １２．０２ １５，２１８ ４．０３ ３３７ ６．６ ２０

六

部

東 福 田 町 １ ３６１ ８３５ １０ ２．８ ３
東 今 川 町 １ ３４ １０６ － ０．０ －
材 木 町 １ １８６ ７７５ ２０ １０．８ －
元 岩 井 町 １ ３２６ ９１５ １８ ５．５ １
東 紺 屋 町 １ ４１９ １，２２３ ２６ ６．２ －
大 和 町 １ ３３７ １，１２０ ２３ ６．８ １
松 枝 町 １ ３４７ １，３２１ ２６ ７．５ ４
岩 本 町 １ ４２２ １，６１７ ２８ ６．６ ３
東 龍 閑 町 １ ３７４ １，２０４ ２４ ６．４ ２
豊 島 町 １ ７６３ ２，８５２ ５９ ７．７ ４
江 川 町 １ １６３ ５６８ １１ ６．７ －
富 松 町 １ ２２３ ６２３ ７ ３．１ １
久右衛門町 １ １３３ ３２５ ６ ４．５ －
橋 本 町 ３ ３４９ １，１７８ ８ ２．３ －

小計 １４ １６ ７２，４９６ ４，４３７ １６．３３ １４，６６２ ４．９４ ２６６ ６．０ １９

七

部

宮 本 町 １ ２２４ ７９６ １０ ４．５ －
台 所 町 １ ３２９ ８７４ １９ ５．８ －
同 朋 町 １ ４２１ １，３９３ １７ ４．０ －
松 住 町 １ １５８ ４３１ ５ ３．２ １
旅 篭 町 ３ ６１１ ２，２９３ ２５ ４．１ ４
山 本 町 １ ３４１ ９６５ １１ ３．２ ２
末 広 町 １ ７２６ ２，７４６ ２５ ３．４ １
金 沢 町 １ ３４７ １，７３７ １３ ３．７ －
五 軒 町 １ ６３２ ２，４１２ １１ １．７ ２
栄 町 １ ２２３ ７４９ １５ ６．７ ２
元佐久間町 １ １８１ ５７９ １０ ５．５ －
亀 住 町 １ ２０６ ６３５ １１ ５．３ １
田 代 町 １ １７３ ５７４ １１ ６．４ ２
松 富 町 １ ４７１ １，３２１ ２３ ４．９ －
仲 町 ２ １７８ ４６９ １１ ６．２ ３
花 房 町 １ ６７ ２１０ ５ ７．５ ３

小計 １６ １９ ７３，９６３ ５，２８８ １３．９８ １８，１８４ ４．０６ ２２２ ４．２ ２１

八

部

佐 久 間 町 ４ １，１９９ ４，６１８ ８０ ６．７ ６
元久右衛門町 ２ １５６ ５５０ １４ ９．０ １
八 名 川 町 １ １０９ ３４９ ６ ５．５ －
餌 鳥 町 １ ６９ ２４０ ３ ４．３ －
相 生 町 １ １９９ ７０８ ２５ １２．６ －
松 永 町 １ ４３４ １，７９８ １９ ４．４ １
花 岡 町 １ － － － １７
花 田 町 １ １１８ ２６２ ９ ７．６ １
和 泉 町 １ １１ ２４ ６ ５４．５ １
平 河 町 １ ４１ １２４ ５ １２．２ －

小計 １０ １４ ３２，４８１ ２，３３６ １３．９０ ８，６７３ ３．７４ １６７ ７．１ ２７
合計 ９９ １２５ ５７４，５６９ ３２，２０４ １７．８４ １０４，７０８ ５．４８ １，６５６ ５．１ １１８

典拠：『東京市史稿』市街篇・第６９（東京都，１９７７年）５０－５７頁より作成。
備考１） 原史料である『明治十七年 神田區市街衛生上實地調査 第壹號』（東京府文庫）の序文（明治１７年１２月）に

は，東京１５区のなかでも特色ある神田区を八つの部に分けて調査したこと，部のなかのグループ別の特徴が次のよ
うに記されている――「抑神田区ハ都府中第一等ニ位スル人口多数（明治十七年一月調査人口十萬四千百二十四人）
ノ区ニシテ，従テ戸数稠密ナルノミナラズ貧民ノ巣窟其半ヲ占ム。〔中略〕／但，本区ヲ調査スルニ当リ之ヲ八部ニ
別ツ。其一二三ノ部ハ，神田橋ヨリ西北駿河台ノ方面ニシテ，重ニ土地高燥或ハ人戸稀疎ノ場所ナルヲ以テ，改良ヲ
要スル箇所少ナク，其四五六ノ部ハ，神田橋ヨリ東北ニ当リ，地味卑湿，半バ貧民ノ巣窟トモ称スベキ場所ナルヲ以
テ，衛生上改良ヲ要スル主点ノ部分ナリ。又七八ノ部ハ，万世橋以北即チ外神田ニシテ，四五六部ノ如ク甚シカラス
ト雖モ多少改良ヲ要スベキ点アリ。斯ノ如ク毎部各其趣ヲ異ニス。」（同上書，４８頁）

２） A／Bと A／Cは勺未満を切捨てた。D／Bは小数点以下第 2位を四捨五入した。
３） 神田区の全面積は８３９，８０８坪，「建家」は２９０，０９２坪５合とあるから（同上書，７７頁），民有宅地総面積を全面積
で割ると６８．４％（民有宅地比率），「建家」を建坪と解して民有宅地総面積で割ると５２．０５％（民有宅地全体の建ぺい
率）となる。

２００７．６ 明治前期民事判決にみる肥料経済をめぐる利害状況 田中 19（ 19）
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税には特に戸数割税５７）が強く意識されて

いたのではあるまいか。以下若干，明治

前期の東京に即して戸数割税を検討する

理由である。

明治前期の地方財政の大改革とされる

１８７８（明治１１）年７月２２日太政官布告

第１９号「従前府県税及民費ノ名ヲ以テ

徴収セル府県費区費ヲ改メ更ニ地方税ト

シ規則左ノ通被定候條此旨布告候事」

（いわゆる地方税規則で，これによって

地方税は「地租五分一以内」・「営業税竝

雑種税」・「戸数割」の税目に従い徴収す

とされ５８），戸数割の税目が営業税雑種

税・地価割税と並んで地方税三種中の一

つに列せられた）にもとづき課税権者と

なった東京府は，まず１８７９（明治１２）

年３月３日甲第２１号で東京戸数割規則

および六郡戸数割規則を布達して，１５

５７）戦前（１９３９年まで）の日本地方財政に
おける主要な税源であった戸数割税の
最新の研究水準を画したのは水本忠武
『戸数割税の成立と展開』（御茶の水書
房，１９９８年）であろう。従来の学説の
検討もなされていて参考になる。

５８）『明治十一年 法令全書』１６-１８頁。

事例番号 町内番地
宅地坪数
（Ａ）

建坪
（Ｂ）

建蔽率
Ｂ／Ａ

戸数
（Ｃ）

人口
（Ｄ）

１戸当り平均
宅地坪数
Ａ／Ｃ

１戸当り平均
建坪
Ｂ／Ｃ

１戸当り平均
宅地坪数
Ａ／Ｄ

１戸当り平均
建坪
Ｂ／Ｄ

１ 永富町６番地 ２４．７５ １９．００ ７７ ５ １７ ４．９５ ３．８０ １．４６ １．１２

２ 黒門町６番地 ７７．００ ６４．５０ ８４ １６ ５０ ４．８１ ４．０３ １．５４ １．２９

３ 末広町２５番地 ８５．５０ ６９．００ ８１ ２３ ５０ ３．７２ ３．００ １．７１ １．３８

４ 末広町２６番地 ８５．００ ７２．００ ８５ ２０ ４５ ４．２５ ３．６０ １．８９ １．６０

５ 新銀町２３番地 ７４．００ ５６．００ ７６ １８ ７０ ４．１１ ３．１１ １．０６ ０．８０

６ 猿楽町２丁目４番地 ７０．７５ ４３．７５ ６２ １９ ６０ ３．７２ ２．３０ １．１８ ０．７３

計（平均） ４１７．００ ３２４．２５ （７８） １０１ ２９２ （４．１３） （３．２１） （１．４３） （１．１１）

表３ 神田区内の最下等の裏長屋の事例（１８８４年）

典拠：前掲『東京市史稿』市街篇・第 69，75 頁より作成。
備考１） Ｂ／Ａは小数点以下第１位を四捨五入した。

２） Ａ／Ｃ，Ｂ／Ｃ，Ａ／Ｄ，Ｂ／Ｄは小数点以下第３位（面積単位は才）を四捨五入した。
３） 事例１は平家，事例５は２階家であると明記されている。他は明記されていないが，事例２・３・４は平家，事例６
は２階家であろう。

図３ 裏長屋の事例１（１８８４年） 現
況
圖
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出典：『東京市史稿』市街篇・第６９（東京都，１９７７年）７３頁より転載。
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区の分および６郡の分を徴収する直接的根拠と

し５９），これを受けて同年６月４日に同年度地方

税徴収予算を立てた６０）。当初その戸数割税は

１５区が７０，０００円，６郡が１５，０００円と見積ら

れ，うち１５区の分は各区ごとに「東京戸数割

５９）『東京市史稿』市街篇・第６２（東京都，１９７０年）
１３４頁。この両規則によって，戸数割税は毎年
３月に府庁において府会の議をとり，翌年度の
各区もしくは各町村の課額を決定し，それを各
区長もしくは各戸長に達すべし，とされた（両
規則の第１条）。以下，東京戸数割規則に即す
る。各区長は毎年５月と１１月に区会で各戸の
等級および賦課の乗率を議定せしめ，その乗率
により次半年度の各戸の課額を算出し，これを
前収すべし，とされた（第２条）。そして区会

は戸数割を免除すべき者を議定し，その種類ま
たは名簿を区長に送付し，区長はこれを府庁に
報告すべし，とされた（第３条）。
なお，この両規則が明治１２年１月２２日開議

の東京府臨時会にかけられた際の議案説明のな
かに以下のごとくある――「地ニ課スルノ民費
ニ制限アレバ，本府ニ於テモ戸數割規則ヲ施行
セザルヲ得ズ。已ニ之ヲ施行スル者トスルトキ
ハ，其方法ノ便否得失ヲ研究スル最モ緊要ト
ス。本府從前ノ民費タル，舊朱引内ハ聞小間ト
稱シ，貸地収入金一ケ月ニ付一圓ヲ得ベキ地ヲ
一ト小間ト稱シ，其小間ノ數ニ應シ諸般ノ費用
ヲ課賦シ，朱引外ハ高割反別地價割等種々ノ方
法ヲ以テ單ニ之ヲ地ニ課賦ス。故ニ戸數割ニ於
テハ舊法ノ則ルベキナク習慣ノ據ルベキナシ。
加之十五區ハ戸ノ轉變甚ダ多ク，其貧富モ亦大
ニ懸隔シ一層困難ノ情況アリ。設シ府廳及ビ府
會ニ於テ直ニ各戸ノ課額に關渉シ又ハ戸ノ等差
免除等一定ノ法則ヲ以テ拘制セントスルトキ
ハ，其事ノ煩擾ナルハ勿論，大ニ實地ノ情況ニ
反スルアランコトヲ恐ル。」（同上書，１３５-１３６頁）

６０）その東京府通常会における予算
案説明によれば，地方税三種を
比較すると，営業税雑種税は
「概ネ市街ナルヲ以テ，営業税
雑種税ヲ課スヘキ者極メテ多数
ナリ。……会社各商ノ数凡五
万，雑種税中課税スヘキ営業ヲ
為ス者凡貳万，其他諸車ノ員数
興行ノ上リ高等亦郡村ノ比ニ非
ス。」という１５区の経済を立て
る基本だが，その種類が限られ
ているため「其種類ニ非サル者
ハ，仮令巨万ノ財産ヲ有シ盛大
ノ営業ヲ為スト雖モ課税スルヲ
得ス。」という難点があり，地価
割税という「地ニ課スル者ハ地
主ニ非レハ直接ノ賦課ヲ受ケ
ス。」という難点があるけれど，
「独戸数割税ハ賦課ノ区域頗ル
広キカ故ニ，課税充当ヲ得ルト
キハ，納税者ノ困難ヲ覚ヘサル
此税ニ如クモノナカルヘシ。」と
され，新たに起こした戸数割に
地方税の一力点がおかれようと
していた。（同上書，５０３－５０５
頁）

出典：前掲『東京市史稿』市街篇・第６９，７４頁より転載。

図４ 裏長屋の事例５（１８８４年） 現
況
圖
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表」（表４，参照）のごとく見積られていた６１）。

しかし実際には１５区の分を６９，８０５円，６郡の

分を１５，９９４円と配当し（表５，参照），各区ご

との課額にも変更があって６２），微調整された

が，先の東京戸数割表が賦課の基準にされてい

たと見なせよう。

１５区に対して東京府は地価調査にもとづく

乗数により分賦していった各区ごとの戸数割課

額を配当するだけで，各区内の納税義務者と納

税免除者については区役所に任せた。区内の各

戸の戸数割税課額の算出にせまられた区役所で

は＜明治１２年度戸数割税調査書＞なるものを

作成した。それには区内の総戸数，うち所有地

に家作し住居する地主戸数，借地に家作し住居

する借地家持戸数が記載されていた６３）。宅地所

有の有無と持ち家の有無，という二つの基準で

区内戸数が分類されたことになるが，なぜであ

ろうか。

それは，明治１２年度に戸数割税を賦課する

６１）その東京府通常会における戸数割税課額予算説
明に次のごとくある――「明治十二年度ニ於テ
賦課スヘキ戸數割ハ，十五區ニ金七萬圓六郡ニ
金壹萬七千圓ヲ要セリ。……今其金額ヲ各區各
町村ノ課額ヲ定ムル所以ヲ詳明スヘシ。本府十
五區ノ地ハ土地ノ盛衰太タ懸隔スルモノアレ
ハ，戸數割ヲ賦課スルモ亦一様ニスヘカラス。
現ニ十五區中日本橋區ノ如キハ其景況ノ旺盛ナ
ル他區ニ卓絶シ，亜テ京橋區神田區淺草區ノ如
キハ其景況日本橋區ニ及ハスト雖トモ，之ヲ山
ノ手諸區ニ比較スレハ大ニ超絶セリ。而シテ其
盛衰ノ景況ヲ認ムヘキモノハ其區平均ノ地價ヲ
視ルヨリ切ナルハナシ。如何トナレハ，地價ナ
ル者ハ土地ノ盛衰ニ應シテ貴賤ヲ殊ニスレハナ
リ。依テ本書各區ノ課額ヲ定ムルニ，先各區平
均ノ地價ヲ調査シ，日本橋區ハ五圓以上，京橋
區ハ貳圓以上三圓未滿，神田區淺草區ハ壹圓以
上貳圓未滿，其他ノ諸區ハ壹圓未滿ヲ得タリ。
因テ壹戸平均課額ノ乗率ヲ設クルニ，一區平均
地價五圓以上ノ區ノ各戸ハ壹圓未滿ノ區ノ各戸
ニ比較シ一倍ヲ出ス者トシ，壹圓毎ニ等級ヲ立
テ本書ノ乗率ヲ制定セリ。六郡ハ土地ノ景況大
差ナキヲ以テ，其町村ノ戸數ニ應シ均シク賦課
スル者トセリ。」（同上書，５３０頁）。

６２）同上書，５０９-５１０頁。例えば，日本橋区は１２，０７３
円（８.６％増），本郷区は３，５１１円（９.３％増），
赤坂区は１，７０４円（３％減）といった具合であ
る。

区 名 戸 数
１区平均
１坪地価

１戸平均
課額乗数

各区課賦金 １戸平均課額

％ 円 銭 円 銭 ％ 銭 厘

日本橋 １９，８４２（ ９．３） ５．５４〔２０５２〕 ２０ １１，１１５．３３（１５．９） ５６．０〔２００〕

京 橋 １８，４６４（ ８．７） ２．２８〔８４４〕 １４ ７，２４０．３７（１０．３） ３９．２〔１４０〕

神 田 ２５，８８５（１２．２） １．９０〔７０４〕 １２ ８，７００．３４（１２．４） ３３．６〔１２０〕

浅 草 ２５，１５３（１１．８） １．０２〔３７８〕 １２ ８，４５４．３０（１２．１） ３３．６〔１２０〕

芝 １９，１２０（ ９．０） ０．５９〔２１９〕 １０ ５，３５５．４３（ ７．７） ２８．０〔１００〕

下 谷 １１，６０６（ ５．５） ０．４９〔１８１〕 １０ ３，２５０．７９（ ４．６） ２８．０〔１００〕

本 所 １８，７８５（ ８．８） ０．４８〔１７８〕 １０ ５，２６１．６０（ ７．５） ２８．０〔１００〕

� 町 １０，０９４（ ４．８） ０．４７〔１７４〕 １０ ２，８２７．２９（ ４．０） ２８．０〔１００〕

本 郷 １１，４６５（ ５．４） ０．４１〔１５２〕 １０ ３，２１１．３０（ ４．６） ２８．０〔１００〕

深 川 １６，１５６（ ７．６） ０．４０〔１４８〕 １０ ４，５２５．２３（ ６．５） ２８．０〔１００〕

四 谷 ６，４１６（ ３．０） ０．３７〔１３７〕 １０ １，７９７．０９（ ２．６） ２８．０〔１００〕

麻 布 ５，８７７（ ２．８） ０．３６〔１３３〕 １０ １，６４６．１２（ ２．４） ２８．０〔１００〕

小石川 ８，２３６（ ３．９） ０．３１〔１１５〕 １０ ２，３０６．８７（ ３．３） ２８．０〔１００〕

牛 込 ９，１０５（ ４．３） ０．３１〔１１５〕 １０ ２，５５０．２７（ ３．６） ２８．０〔１００〕

赤 坂 ６，２７５（ ３．０） ０．２７〔１００〕 １０ １，７５７．６０（ ２．５） ２８．０〔１００〕

合 計 ２１２，４７９（１００．０） ７０，０００．００（１００．０）

表４ 東京戸数割表（１８７９年）

典拠：『東京市史稿』市街篇・第６２（東京都，１９７０年）５２９－５３０頁より作成。
備考１） 各区課賦金は銭未満を切捨て，１戸平均課額は厘未満を切捨ててある。
２） 戸数と各区課賦金のカッコ内の合計値に占める比率は四捨五入してある。
３）１区平均１坪地価と１戸平均課額のカッコ内はそれぞれの最少額を１００とした場合の倍数で，四
捨五入してある。

４） 乗数については，註６１）の引用文を参照されたい。

経 済 学 研 究22（ 22） ５７－１
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大税目 小税目 １５区の分 ６郡の分

営

業

税

円 銭 円 銭

会社税 ８４６．００（会社の等級，１～５等。年税，１５～３円。７２軒分） ５４．００ （６軒分）
諸卸売商税 １９，４０８．３２ （卸売商の等級，１～５等。年税，１５～３円。２，２０８軒分） １，４７６．７２ （１６８軒分）
諸仲買商税 ５，７１３．４０ （仲買商の等級，１～４等。年税，１０～３円。１，０７８軒分） ９５４．００ （１８０軒分）
諸小売商雑商税 ３６，８８９．００ （小売商雑商の等級，１～５等。年税，５～１円。１２，９４４軒分１）） ５，９７５．００ （２，０９６軒分）

％ ％

計 ６２，８５６．７２（１７．５） ８，４５９．７２ （１０．１）

雑

種

税

船税 ５７０．７０（国税の半額） ８０６．５５
車税 ２３，４８０．００（国税の半額。３９，０４９輛２）） ３，８５４．２５ （１０，９７４輛３））
魚市場税 １９，０７５．００（問屋売上金の１／１００） ５２０．００
青物市場税 ２，７５６．００（問屋売上金の１／２００） ７４４．００
劇場税 １２，０９５．００（木戸銭の５／１００）
諸興行所・遊覧所税 １，１５８．００（木戸銭の５／１００）

諸遊技場税 ２，３５５．００��
玉突場２１，楊弓場２０７，室内射的場１６，投扇競場３，
弩弓・大弓・吹矢場各１。月税，１円５０銭～５０銭

�
� １５．００ （楊弓場１，大弓場１）

料理屋税 ３，００９．００ （料理屋の等級，１～３等。年税，１２～６円。３５８軒分）

待合茶屋・遊船宿・
芝居茶屋・人寄席税 ４，３６８．００��

待合茶屋２３０軒，遊船宿１８０，
芝居茶屋１３７，人寄席１８１。月税，５０銭

�
� ４２０．００ �

�
料理屋４０軒，
遊船宿４，人寄席１０

�
�

質屋・両替屋・
為替店・廻漕店税 １９，３０８．００��

等級，１～５等。年税，１５～３円。
質屋１，４７７軒，両替屋４８６，為替店４，廻漕店１７９

�
� ４，１４３．００ �

�
質屋５５６軒，両替屋１８，
廻漕店２

�
�

古着商・古金商・
古道具商・書画骨董店税 １８，３９８．００��

等級，１～５等。年税，１０～１円。古着屋２，６９５軒，
古金屋１，０１６，古道具屋３，４００，書画骨董屋１０６

�
� １，１４３．００ �

�
総数４４８軒の４／１０を除
税とし，残った２７０軒

�
�

旅籠屋・飲食店税 ９，３０２．５０
�
�
�

等級，１～４等。年税，１０～２円５０銭。
旅籠屋１，１５３軒，飲食店２，５６９軒，
合計３，７２２軒のうち半数を除税とし，残る１，８６１軒

�
	



１，８５２．５０ �
�
総数７４３軒の１／２を除
税とし，残った３７１軒

�
�

湯屋・理髪床・
雇人請店税 ５，８１７．６０��

湯屋１，０４９軒，雇人請店５７４軒，
月税２０銭。理髪床１，６０２軒，月税１０銭

�
� １，０４４．００ �

�
湯屋２０８軒，雇人請宿
２０４，理髪床４０６

�
�

遊芸師匠税 ２，８５０．００（９５０人，月税２５銭） １２９．００ （４３人分）

遊芸稼人税 ４，１６４．６０��
上～下等の３等級。月税，１円～１５銭。
上等１０２人，中等３３８人，下等５０７人

�
� ２９１．００ （６６人分）

俳優税 ３，７５０．００
�
�
�

上～下ノ下の５等級。月税５円～５０銭。
上等１２人，中等１３人，下ノ上等３７人，
下ノ中等３８人，下ノ下等２０３人

�
	



２４０．００ （１０人分）

相撲税 １，２９０．００��
上～下等の３等級。月税，５０銭～１２銭５厘。
上等９８人，中等１２６人，下等２１６人

�
�

幇間・芸妓税 ３０，３１２．００��
幇間２１人，月税２円。芸妓７５３人，月税３円。
小芸妓１５０人，月税１円５０銭

�
� ３，１１４．００ （芸妓７９人，小芸妓１５人）

水車税 ２０．００（１ヶ所に搗臼１０個と見積り，１臼に年税２０銭。１０ヶ所） １９０．００ �
�
水車挽臼は１ヶ所に臼２個，
搗臼は１０個と見積り，９５ヶ所

�
�

屠牛税 ３，５３４．５０��
明治１０年度の屠殺数９，０４５頭と同様と
見積り，１頭につき５０銭，１５区割受高

�
� ９８８．００ �

�
明治１０年度屠牛数９，０４５頭と
同数と見積り，郡部割受高

�
�

海苔取海面税 ４４０．００

％ ％

計 １６７，６１３．６２（４６．８） １９，９３４．３０ （２３．７）
営業税・雑種税 計 ２３０，４７０．６２（６４．３） ２８，３９４．０２ （３３．８）

円 銭 ％

１５区・６郡 計 ２５８，８６４．６４ （５８．５）
地価割税 ５８，０４６．００（１６．２） ３９，５９３．００ （４７．１）

１５区・６郡 計 ９７，６４９．００ （２２．１）
戸数割税 ６９，８０５．６１（１９．５） １５，９９４．１５ （１９．０）

１５区・６郡 計 ８５，７９９．７６ （１９．４）
合計 ３５８，３２２．２３（１００．０） ８３，９８１．１７ （１００．０）

１５区・６郡 計 ４４２，３０３．４０ （１００．０）

表５ 明治１２年度東京府地方税徴収予算（１８７９年）

典拠：『東京市史稿』市街篇・第６２（東京都，１９７０年）４９２－５０３頁より作成。
注：１）２３，９５１軒から米雑穀塩�醤油薪炭青物甘藷飲水商あわせて５，４６０軒を除き，さらにその３／１０を除税すべき者と見積

り，残った軒数。
２）３）１５区は，①２匹立馬車１７６輌，�１匹立馬車２８０，③荷積馬車６６，④２人乗人力車１４，９９８，⑤１人乗人力車６，２８６，⑥
牛車５９，⑦荷積大車１，７４３，⑧荷積中小車１３，１６３，⑨自転車２，⑩西洋形大車１，⑪西洋形中車５，⑫西洋形小車２，２７０
輛。６郡は，①５輛，②２４，③１，④１，０４１，⑤１，０９１，⑥１６，⑦１１４，⑧８，６６２，⑨１，⑫１９輛。

２００７．６ 明治前期民事判決にみる肥料経済をめぐる利害状況 田中 23（ 23）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００７　経済学研究Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ１／本文／田中様  2007.05.29 17.29.01  Page 25 



に先だち区内現在戸を調査したもののはずだ

が，調査の際，まず宅地所有者か否か，ついで

住宅所有者か否か，を分類基準としていた。か

かる分類基準の設定は，不動産（宅地と住宅）

所有の有無を区役所が重視し，それを戸数割税

賦課に反映させようとしたことになろう。どの

ように反映させたのであろうか。その反映の仕

方が明白でないが，少なくとも上の二分類が基

準となり，極端な場合は，区内全戸数が不動産

所有の有無で大分類され，不動産所有の戸主に

のみ賦課されたという事態すら想定される。

東京戸数割規則は区役所に区内の各戸の等級

を議定するよう命じていたから，その前提作業

でもあったのではないか。宅地および持ち家と

いう不動産所有を各戸の等級区分の基準にした

のであろう。また同規則は，戸数割が免除され

るべき者の報告を府にするよう，区に求めても

いたから，戸数割税は区内全戸数に課するもの

とされていなかった。そうした納税免除者は借

家人のなかにこそいたはずである。それが借家

人のなかにどの程度いたか，極端な場合，借家

人の全戸数に及んでいたのかなど，不明であ

る。それゆえ，多少あいまいにならざるをえな

い。が，ともかく先の「東京戸数割表」のなか

の「１戸平均課額」なるものは，あくまでも各

区内全戸数に戸数割税を賦課したと仮定しての

数値にすぎない。この表でそのように算出され

ていたということは，当初は区内全戸数に賦課

する建前で，規則にある納税免除者は例外的な

ものという前提があったことになろう。この前

提通りになったかが問題である。なぜか。

１８８０（明治１３）年９月２０日付で東京府地方税

調査委員が１５の区長に地主戸数と借地家持戸

数を取り調べて回答するよう命じ６４），日本橋・

麻布・四谷・牛込・本郷・本所の６区が回答に

遅延するや１０月５日付文書で督促したので６５），

間もなく６区はそれぞれ回答していった６６）。

東京府は１５区に明治１３年度戸数割税を課す

６３）例えば，明治１３年９月２９日付の芝区長から東
京府地方税取調委員宛の文書に「當区内惣戸数
之中地主家持之員数取調之上御回可申様御通知
之趣了承則十二年度戸数割税調査書ニ仍リ別紙
之通概数取調候條此段御送付旁及御回答候也」
とあり，添えられた別紙に，
「 芝區
一 惣戸數貳萬三千四百八拾壱戸
一 地主 自己ノ所有地ニ家作居住スル者

千戸
一 家持 自己ノ家作ニ住居スルモノ 四千

五百九十戸
已 上 」

とある（「各区地主家持調」，『明治十三年 回
議録第一類 府会』［東京都公文書館所蔵］所
収）。そこにいう「家持」は借地家持のことで
なければならない。

６４）例えば，明治１３年９月２９日付の神田区長から
東京府地方税調査委員宛の文書に「當區内惣戸
数之内家持地主之員数御調……本月二十日附御
通知候趣致承知以別紙之通取調及御回答候也」
とあり，添えられた別紙に，
「 神田區惣戸数之内
地主現住家 自己之所有地ニ家作住居スル者
一 戸数七百五拾七戸
地借現住家 借地自己之家作ニ住居スル者
一 戸数七千五百四拾弐戸
右之通ニ候也 」

とある（同上史料）。そこにいう「家持」が借
地家持であることを明記している。

６５）明治１３年１０月５日付の東京府地方税調査委員
から日本橋区・麻布区・四谷区・牛込区・本郷
区・本所区の区長宛の督促文書に「自己所有地
ニ家作住居之者并借地家作住居之者ノ員数取調
方去月二十日及御照会」のところ未だ差し出さ
れていないので統計を至急に提出せよ云々，と
ある（同上史料）。

６６）例えば，明治１３年１０月１１日付の麻布区役所
から東京府地方税調査委員宛の文書に「過般御
照会有之候當區内自己所有地ニ家作住居者并ニ
借地家作住居ノ者員数別紙之通ニ有之候此段及
御回答候也」とある（同上史料）。なお，明治
１３年９月２２日付の麻布区役所から地方税調査
委員宛の文書で，「地主家持員数取調方」の通
知に対して，およそ１５日間位を要するだろう
から来る１０月１０日頃までには取り調べて差し
出すと回答していた（同上史料）。にもかかわ
らず，註６５）のように督促しているのだか
ら，東京府地方税調査委員がいかに急いでいた
かが分かってくる。
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るために急いでいた。＜明治１２年度戸数割税

調査書＞が各区にあった。その書類には地主戸

数と借地家持戸数がでていた。明治１２年度の

戸数割税はこの両者に課せられたのではあるま

いか６７）。明治１３年度の戸数割税も当初は地主

と借地家持に課するつもりで，そのために各区

に地主戸数と借地家持戸数を精査させた。その

結果は，区内全戸数に対して地主戸数と借地家

持戸数のあまりに劣勢なることが厳密に数値化

されたことである。この両階層だけを戸数割納

税義務者にすると，戸数割税収を増大しづらく

なるし，この自己家作者層に不均衡な過負担を

及ぼすことになる。

そのためではないか，東京府は東京戸数割規

則を改正せんと１８８０（明治１３）年１０月２７日

甲第１３２号で十五区戸数割規則６８）を布達した。

その内容は次のようであった。

�戸数割税の課額は「家主借家人ヲ論セス」
（うち家主とは，家の所有者の意味であろ

うから，ここでは地主と借地家持にな

る），各戸使用の建物を目安として定め

る。その方法として次の３点を参考にして

課額を定める。

�建物の広狭を定めるのに，１戸の使用に
属する家屋倉庫等の建坪（２階以上も通

算）を算入して査定する。

�石・煉瓦・土蔵造は木造の２倍とする。
�敷地の優劣（地位１等～地位１６１等以下
を１～９等に分類）を分かち，各等の乗

率を設ける。

�使用建物通計１０坪未満の者は除税する。
�戸数割賦課の目安とする建物（建坪１０坪
以上）を１１月１日現在で使用する各戸主

に，所定の書式で建物の番地・建坪（階

別）を区役所に差出させ，賦課の目安とす

る建物を調査する。その書式には借家のば

あいは戸主とは別に家主もしくは差配人の

署名捺印を要する６９）。

上の「家主借家人ヲ論セス」ということは，

納税義務者とする際に家主と借家人との間に一

線を引いて借家人を課税上優遇してきていた事

態を意味するはずで，上述の筆者の推測を裏づ

けるものではないか。その優遇策をやめるとい

うわけである。

そして，東京府は同年１１月４日に十五区戸

数割規則施行順序を制定した７０）。これによって

区役所は算出した戸数割税金額を記した端書を

戸主に送付し，戸主はその端書に税金を添え区

役所に納入するものとされ，前半年度分は７／

３１，後半年度分は１／３１までに徴収することに

なった。

この施行順序の制定のあとに，上述の書簡が

だされているから，その「諸税上納ノ一助ニセ

ン」との含意は戸数割税のことにちがいない。

６７）とすれば，１５区の戸数割税は全２１２，４７９戸に
賦課されたのではなく，例えば本郷区では，全
戸数１１，４６５で区課賦金３，２１１円だから１戸平
均課額は２８銭になるが，実際には３，２１１円÷
３，６９０戸（同上史料にある本郷区の地主戸数
１，１６８と借地家持戸数２，５２２の合計）＝８７銭と
いう税額が区内の地主・借地家持層に平均すれ
ば課せられていた算術になるのではないか。仮
に「一口廿五銭之下掃除」「一人一ケ年ノ糞尿
代二十五銭（當時ノ相場）」（後出，引用文）と
すれば，およそ一家族分でほぼカバーしうるも
のなのである。自己家作者にとって，新たな戸
数割税と下掃除代金は均衡的な関係にあるもの
として意識され始めていたのであろうか。

６８）『東京市史稿』市街篇・第６４（東京都，１９７３年）
１５４-１５７頁。なお，先の明治１２年３月甲第２１
号の東京戸数割規則は十五区戸数割規則と呼ぶ
ようになったらしく，この明治１３年１０月甲第
１３２号はその十五区戸数割規則の改正という形
になっている。しかし紛らわしいので，前者は
あくまで東京戸数割規則とし，後者を十五区戸
数割規則と称しておく。

６９）「戸数割賦課ノ目安トスル建物ヲ本年十一月一
日ニ使用スル各戸主ハ……左ノ書式ニ準ヒ建物
ノ種類坪数ヲ記シ，其区役所ヘ差出スヘシ。
［中略］借家ナルトキハ家主ノ調印ヲ要スル左
ノ如シ。／何町何番地／家主若クハ差配人／何
誰印」（十五区戸数割規則，第４条）

７０）同上書，１５７－１６０頁。
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しかも，この訴訟事件が大審院にもちこまれ

審理にふされていた時期（前掲表１，参照），１８８２

（明治１５）年に東京府区部会の議決を経た区部

家屋税賦課規則７１）が東京府知事によって布達さ

れ（６月２８日。７月１日施行），東京府内の区

部（１５区）にかかる戸数割が家屋税に改めら

れた。そこには，重要な改変がなされていた。

家屋税を徴収する対象者から借家人を除外し，

民有建物所有者に限定した７２）。賦課の対象とな

る建物を区役所が把握するのに，戸数割では建

物を使用する戸主に書式を差し出せていたが，

家屋税では建物所有者に限りそうさせることに

した７３）。明治１３年に除去したばかりの借家人

優遇策の復活である。こうした短期間での税政

策の転換は借家人層への課税徴収がいかに困難

な状況であったかをうかがわせるが，その分，

民有建物所有者，とりわけ地主層より戸数の優

勢な借地家持層に負担がさらに波及することに

ならざるをえなかったであろう。

かくて，借地家持の所有建物に対する担税意

識がますます強まらざるをえない事態が起きつ

つあったのである。上告審で借地人たちの代言

人となった鳩山（当時，東京代言人組合長・東

京府会郡部会議長）は法律専門家・東京府会議

員重鎮として，こうした推移を熟知していたが

ゆえに，その上告理由のなかで課税問題にも言

及したはずである。一争点になっていたのかも

しれない。だからこそ，それが判事たちに一定

の影響力を与えて無視しえないものとなり，そ

の事実が大審院判決のなかの一文節として盛り

込まれたのであったにちがいない。

９．小括

� 借地人は自らの糞尿を収入源にすること

ができなかった。下肥経済は地主経済の一環に

くみこまれており，差配人所得となっていた。

借地人糞尿の下肥化は差配人を媒介にしてい

た。下掃除の権利は地主側にあり，その権利の

具体的行使は差配人にゆだねられていたもので

あろう。場所（下肥汲取先）――差配人――下

掃除人，という関係が成立（借地人はこの関係

の外に置かれる慣習）。

� こうした慣習のもとで栗原らの借地人は

下掃除代を所得にしようとして，既成の地主的

利害の一部に抵触することになった。特殊個別

的事件にあらず，下掃除をめぐる旧慣を不条理

として改良すべしという一般的要求に純化する

までに達した，と受け取られたようである。あ

げ足をとられる形となった。勇み足につけこま

れる結果となった。

� 下掃除からの所得がいったい借地人階級

もしくは都市地主階級のどちらに帰属するかと

いう階級的利害を公権力が衡量するという地位

に大審院は立たされることになったわけであ

る。

� 地主的所有地における下掃除所得は土地

所有利得の一分肢であった。

� 借地において下掃除所得にあずかろうと

する借地人はその分の地代増額を負担する覚悟

が必要とされた。その意味で，実質的に下掃除

代は貨幣地代的なものに転化しつつあり，この

準地代化は大審院判決によって公認されたもの

になった。下肥はそれが投下された耕地に豊沃

度の差額地代をもたらす。都市に大量に発生す

る＜肥沃土素材＞を価値実現するための下掃除

に準地代的なものが要求される段階（局面）に

入り込んでいた。それが作物という生産物地代

的形態でなく，現金という貨幣地代的形態とし

て支配的になり，しかも売り手市場として活況

を呈するがゆえに，その下掃除代金の分配をめ

ぐる利害対立は非和解的なものにまでなるとい

７１）『東京市史稿』市街篇・第６６（東京都，１９７４年）
３６３－３６６頁。

７２）「家屋税ハ民有ノ建物ニ賦課シ所有者ヨリ徴収
スルモノトス」（家屋税賦課規則，第１条）

７３）「区役所役所ハ当初建物所有者ヲシテ……建物
届及ヒ図面ヲ差出サセ，建物台帳ヲ製置クヘ
シ。爾後ハ毎年前半年度ハ七月一日迄，後半年
度ハ一月一日迄ノ増減変換ヲ届出サセ，之ヲ更
正シ其現数ニ由リ賦課スルモノトス。」（同上，
第３条）
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う下肥経済の黄金期が到来しており，その状況

下での象徴的な一事件であったことになろう。

１０．結びに代えて―東京下肥経済算術―

１８７６（明治９）年３月３日付の第五大区五小

区書記井口直治郎より東京府権知事宛の上申書

（地所差配人についての建言書７４））には，差配

人の社会や所得について，「カゝル社会ノ其根

源ヲ尋ルニ地主ノ支給ニ有無アリ只主眼トスル

モノ下掃除ナリカノ金円以テ務ル処言ヲマタス

此輩老幼婦女子或ハ他町他区ニ住居シ大ニ差配

ノ意ヲ失シ行届サルコ往々之ヲ醸ス依之東京府

下ノ戸数大略十六万軒人口八十万一口廿五銭之

下掃除トシテ積高貳十万円ナリ此拾分一ハ則二

万円ナリ三百戸ヲ以テ一ト差配月番役トシテ其

給スル處壱ケ年三十七円五十銭ナリ是ヲ以テ至

當人才ヲ公選シテ組合立テ専務要ス残ル十分ノ

九ハ毎地限差配渡シ置一層締方伏テ希候也子文

拙愚見恐縮百拝」（下線は引用者。二度にわた

り前出したのはこの箇所である），とある。

当時，東京では年間１人分に対する下掃除代

金が２５銭であったこと，１６万戸で８０万人と

すれば年積算額が２０万円に達する程の多額に

なるものであったこと，その下掃除代金は差配

人が所得の主眼とするほどのものであったこと

などを物語っている。

これは明治９年のことであるから，これ以降

の明治前期に，上記の下掃除をめぐる事項はど

うなっていたであろうか。それを，前掲『明治

十七年 神田區市街衛生上實地調査 第壹號』に

ある「塵芥及糞尿ノ重量并収支金見積」（東京

１５区）のなかの「糞尿ノ部」７５）によって，概観

しておこう。

「今東京人ハ婦人小児ヲ合算シテ一ケ年一人

平均大凡一石八斗（百八貫目）ノ糞尿ヲ洩スモ

ノト積リ一日平均五合（三百匁）ナリ糞桶一個

ニ付十貫目ヲ容ルゝト積リ一人ニ付一ケ年ニ九

桶ノ糞尿ヲ生ス此割合ヲ以テ十五區総人口ノ重

量ヲ左ニ起算ス」７６）として，いくつかの数値を

列記していき（それを表にすれば，表６のよう

になる），「右ノ割合ニテ一人一ケ年ノ糞尿代二

十五銭（當時ノ相場）トシ十五區ノ総人口（九

十万人ト積ル）ニ乗スレハ一ケ年ニ二十二万五

千圓トナル」７７）（下線は引用者。二度にわたり

前出したのはこの箇所である）と小括し，さら

に「以上算出スル如ク塵芥及糞尿排泄量ノ夥多

ナル実ニ驚ク可シ」７８）と記している。

上の引用文には，１年１人当り容量が１石８斗

（婦人子供合算１人平均１日５合×３６０日）で，その

重量が１０８貫（１日３００匁［１，１２５㌘］×３６０日で求め

たのか）とあるが，算出していく際には表６の

ように１石８斗（９０貫［１０８貫×８３．３％になる］

＝３３７．５キロ
グラム）で計算され，東京市中約９０万人分

＝８，１００万貫（３０３，７５０，０００キロ
グラム）＝１６２万石（重量

は減らされているのに，容量は減らされていないの

で，結果的に１石=５０貫で計算されていることにな

る）＝８１０万桶と算出されている。１石＝６０貫

（２２５キロ
グラム）で計算されている。因みに米１石＝１５０

７４）『東京市史稿』市街篇・第５８（東京都，１９６８年）
１７５-１７６頁，所収。原史料は『明治九年 区務改
正調（その一）庶務課』（東京府文書）である。
両者には若干の異同がある。本稿は原史料に依
拠した（ただし，句読点が付された前者の方が
読みやすい）。

７５）前掲『東京市史稿』市街篇・第６９，７６-８０頁。 ７６）７７）７８）原史料による。

１ヶ年 １日当り

糞尿の量（重量） ８１，０００，０００貫目 ２２１，９１７貫目

（容量） （１，６２０，０００石） （４，４３８石）

汲取桶数 ８，１００，０００桶 ２２，１９１桶
（桶１個につき糞尿１０貫目入の積り）

運搬車数 ９００，０００輛 ２，４６５輛
（車１輛につき糞桶８個積み）

運搬人夫数 １，７９９，４５０人 ４，９３０人
（車１輛につき人夫２人）

人夫賃 ３５９，８９０円 ９８６円
（１人１日賃金平均２０銭の積り）

典拠：前掲『明治十七年 神田區市街衛生實地調査 第壹號』による。

表６ 東京１５区の下肥経済（１８８４年）
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キロ
グラム（÷３．７５キロ

グラム＝４０貫）。１石８斗（９０貫）というこ

とは１００貫＝２石だから，１０貫（３７．５キロ
グラム）＝２斗

入りの桶で，１荷にすると７５キロ
グラムになって，かつ

げないから７９），車に積むための桶である。車１

輛につき桶８個×１０貫（２斗入り，３７．５キロ
グラム）＝８０

貫（１石６斗，３００キロ
グラム）を積み，これを人夫２人が

引き押すのであった。この積載で年間に

９００，０００輛とされている。これだと，７２０万桶

（１４４万石＝７，２００万貫）にしかならない。計算上

は１，０１２，５００輛の運搬車数になるはずである。

９０万輛とされているのは搬出の過程で容量・

重量が８８．９％に減少してしまうと見込まれて

いるためか。その必要労働力を提供する運搬人

夫の数は１，７９９，４５０人とされているが，車１輛

につき人夫２人で９０万輛なら１，８００，０００人に

なるはずなのに，５５０人少なくされている。年

間の人夫賃（１人１日平均賃金２０銭）は３５９，８９０円

と見積られる。

東京市中では１日に，４，９３０人（１，７９９，４５０人÷

３６５日）の人夫が２人づつで１台の車輛を運搬す

るから，２，４６５輛（９００，０００輛÷３６５日）が行き交

い，１台に８個の桶（１石６斗，８０貫）を積むか

ら，１台当りの下肥経済は６２銭２２厘（糞尿代２２

銭２厘，人夫賃４０銭）で，１日当り１，５３３円２３銭

（糞尿代５４７円２３銭，人夫賃９８６円）になってい

た。１日だけでも２２，１９１桶分（８，１００，０００桶÷３６５

日）＝４，４３８石＝約２２１，９１７貫＝８３２，１８９キロ
グラムが 搬

出されるのであるから，上の引用文の末尾で，

その量のおびただしい多さは実に驚くべしと記

されなければならなかったわけである。まこと

に１日平均５合（３００匁＝１，１２５㌘）という日常

性そのものの必然ならしむるところであった。

明治９年から８年経過していた明治１７年で

も「糞尿代」２５銭で，明治９年と同額の相場

であったらしい。が，明治１７年に到るまでの

明治年間ずっとこれと同額であったわけでは

決っしてない。その相場は米価および麦価とい

う主穀の市場価格の変動と関係しており，「米

麥ノ價騰貴ノ時分ハ一人一年ノ糞料四五十銭当

リ８０）」とあるごとく米価・麦価が騰貴していた

時には，１人１カ年分のその相場が４０～５０銭

の水準になっていたからである。東京近郊の米

作（東京東郊農業地帯が主）と麦作（東京西郊農業

地帯が主）の重要な肥料は下肥だったから（表

７・表８，参照），米・麦価と下肥価格（した

がって下掃除代金）とが照応関係にあったことが

分かる。

７９）時代は下るし他国のことながら，以下，参考ま
での注記である。ソ連時代の強制収容所で午前
５時台に当番たちが天秤で糞桶をかつぎだして
いた様子がソルジェニーツィンによって次のよ
うに描写されている――「ほら，今は当番たち
が廊下を重々しい足どりで，八ヴェドロ（注
約百リットル）入りの糞桶をかつぎだしている
な。ありゃ不具者のする，楽な仕事ということ
になっているが，そんな寝言をいう奴には，ま
あ，ためしに，中身をこぼさずに，かついでみ
てもらいたいもんだ！」（木村 浩訳『イワン・
デニーソヴィチの一日』新潮文庫，１９６３年，７
頁）。この引用文中の「注」は訳者によるもの
で，そこにいう約１００�は糞桶１個のことか，
天秤にぶらさげる糞桶２個のことなのか，ただ
ちには了解しがたいが，１００�は約５斗５升で，
そこに入れた重量は約１０３キロ

グラムになるから，糞桶
２個のことにちがいない。とすれば，lageri の
糞桶は約５０�（約２斗７升５合）で，その１個
に入れた重量は約５１．５キロ

グラムになり，天秤にかつ
いで運ぶときには約１０３キロ

グラムとなるだろうから，
作家の感に堪えないような叙述のわけも分かろ
うというものである。lageri で生き残らんとし
た人間の死重に耐えた強靭さの一つであろう。

８０）「糞尿汲取方従来ノ慣習ハ一定ノ法ナク地主差
配人ト汲取掃除人トノ間ニ成立タル約束ニテ例
之ハ米麥ノ價騰貴ノ時分ハ一人一年ノ糞料四五
十銭当リヲ以テ汲取掃除人之ヲ買取タル振合ナ
ルモ現時ハ米價低落ニ付平均二十五銭位ノ相塲
トナル由而メ貸家ノ糞料ハ概ネ差配人ノ所得ト
スルノ慣習ナリ又別段汲取掃除人ノ定ナキモノ
ハ不断市街ヲ『ヲアイ』（汚穢ト呼フノ謂カ）
ト呼テ徘徊スルモノニ汲取ラスル向モアリ（此
分ハ掃除人ノ方ヘ何程カノ汲取賃ヲ拂フモアリ
又無賃ノモノモアルト云フ）斯ノ如ク區々ノ慣
習ニシテ一定ノ方法ナシ故ニ糞尿充滿シテ厠�
ニ溢ルゝモ汲取掃除人ノ来ラサルトキハ之ヲ如
何トモスルナシ又一定ノ請負人ナクシテ農民自
ラ来テ汲取ルノ慣例ナルカ故ニ農業多忙ノ季節
ニハ自然街ニ行キテ汲取ルノ暇ナシ為メニ糞尿
ノ瀦溜ニ困ムモノ少シトセズ殊ニ裏長屋總雪隱
ノ如キニ至テハ概シテ搆造ノ不完全ナルト放尿
者ノ不注意トニテ便所ノ周囲常ニ不潔ヲ極ム」
（前掲『明治十七年 神田區市街衛生實地調査
第壹號』，下線は引用者）。
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しかし，ここでは，比較的低額と見なしてよ

いであろう２５銭を計算要素とすることにしよ

う。そうすれば，仮に４０～５０銭を採用した場

合だと陥りかねない，過大な算術を行なうこと

による過誤からまぬがれえようからである。

明治１７年の東京市中の年間の下肥代金総額

は１人１カ年分２５銭×９０万人＝２２５，０００円で，

これが支払われていたことになる。東京市中の

宅地が２２５，０００円相当の準地代を生み出し，土

地所有利得となっていたことにもなる。

その１カ年の下肥価値は，２２５，０００円（下掃除

代金総額）＋３５９，８９０円（下肥転化費用）＝５８４，８９０

円以上（近郊農村の購買希望層に売却する商品価値

部分を加算すれば，総額はこの額を優に超えるためで

ある）に相当することにならざるをえない。ど

のように少なく見積っても６０万円（あるいは

６５～７０万円）を下ることはありえない。当時の

人夫の１日平均賃金が２０銭ということは，現

在のそれが例えば６，０００円（苛酷な重労働という

点では低賃金すぎるかもしれず，最下限額とみなして

よかろう）として，当時の１円を現在の貨幣価

値に換算すれば，旧１円＝現３０，０００円が成り

立ちえよう。とするならば，当時の６００，０００円

×３０，０００＝１８，０００，０００，０００円，つまり現在貨

幣価値なら１８０億円となる。しかも最少見積額

にすぎない。これが，明治前期における日本の

首都・東京市中の下肥経済の実体であり，日常

性経済の集積結果なのであった８１）。

８１）福沢諭吉（１８３５～１９０１）は１８９８年頃に，１８６０
年代幕末の徳川政府の「御国益掛」に言及して
いる。福沢のいう「御国益掛」は現在の歴史研
究でいう国益主法掛のはずである。それは，財
政基盤の強化で幕府の体質強化をはかる文久の
改革の一環として，国産の奨励および統制を目
的として幕府が万延元年（１８６０）４月２８日に
設けた評議機関で（大目付・町奉行・勘定奉行
などが国益主法掛に任命され，翌文久元年にか
けて御国益御主法方頭取・同調役・同勘定役元

種類
最多施量 普通施量 最小施量

数量 価格 数量 価格 数量 価格
円 銭 ％ 円 銭 ％ 円 銭 ％

干鰯 16 貫 ４．００（５２．６） 12 貫 ３．００（５２．６） 6貫 １．５０（５２．６）
人糞 40 荷 ３．６０（４７．４） 30 荷 ２．７０（４７．４） 15 荷 １．３５（４７．４）
合計 ７．６０（１００．０） ５．７０（１００．０） ２．８５（１００．０）
反収 ２石４斗 １石７斗７升７合 １石６斗

種類
最多施量 普通施量 最小施量

数量 価格 数量 価格 数量 価格
円 銭厘 ％ 円 銭厘 ％ 円 銭厘 ％

人糞 １６荷 ２．０３０（６３） １４荷 １．７２０（６５） １１荷 １．４３７（６９）
糟 ８貫２００目 ０．５０６（１６） ６貫１００目 ０．４０２（１５） ３貫２００目 ０．２０４（１０）
灰 ４俵半 ０．４６１（１４） ３俵 ０．３１４（１２） ２俵８分 ０．２７８（１３）
馬糞 １荷半 ０．１５０（ ５） １荷 ０．１００（ ４） 半荷 ０．０５０（ ２）
堆肥 ３荷 ０．０５０（ ２） ６荷 ０．１００（ ４） ６荷 ０．１００（ ５）
計 ３．１９７（１００） ２．６３６（１００） ２．０６９（１００）

石斗升 石 斗升合勺 石斗升

大麦収量 ２．３２ １．８７２４ １．４６
裸麦収量 １．６２ １．２８１７ １．１４
小麦収量 １．３８ ０．９９９５ ０．９３

表７ 米作施肥（１反当り）の事例（明治２１年，東京府南葛飾郡）

典拠：「農事調査」東京府Ⅱ（大橋博編『明治中期産業運動資料＜第１集＞農事調査』第７巻（２），日本経済評
論社，１９７９年，所収）３２０－３２１頁より作成。

備考：％は小数点以下第２位を四捨五入したものである。東京の東郊農業地帯である南葛飾郡の米作では干鰯と
下肥が二大主要肥料であり，下肥が魚肥代にほぼ均衡するほどの肥料コストを占めていたことが分かる。

表８ 麦作施肥（１反当り）の事例（明治２１年，東京府荏原郡）

典拠：前掲「農事調査」東京府Ⅱ，27－28 頁より作成。
備考：％は小数点以下第１位を四捨五入したものである。東京の西郊農業地帯である荏原郡の麦作では下肥が肥

料コストの圧倒的比重を占めていたことが分かる。
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農人は下肥を見ても少しも嫌がらず，もとは

人間の肉体の一部であったものとして大事にす

るのは，すべての人間の幼年時代に我々こども

が排泄物にそういう親和的な態度を持していた

のと近似的である。幼年期のおわり，が引きの

ばされている。公教育の段階に入るや，それは

無価値なもの，反吐を催すようなもの，唾棄す

べきもの，汚わらしいものとされて，価値の転

換が促進されつづける。肉体から引き離された

この物質が，その強烈な臭気のゆえに，直立歩

行するようになってから衰弱過程にあるはずの

嗅覚刺激が今なお即反応的たるかぎり，この価

値転換はいとも容易に可能である。どんなに進

歩したところで人間にとって不愉快なのは他人

の排泄物の臭いであるはずで，自分自身のそれ

は匂う程度であってまずちっとも苦にならない

ものであろう。教育は不潔感を涵養し，感覚的

知覚にとって不快なものを除去しようという欲

求増大となり，清潔という文化目標が文化水準

の一指標となる。不潔な人間と違って清潔な人

間はそれを隠そうとするが，他人を軽蔑せんと

して発する酷い罵倒の言葉として隠さんとしつ

つも隠しきれず無意識のまま快感をもたらすの

は人種普遍的万国共通であろうほど人口に膾炙

しているといった具合で依然として健在であ

る。８２）

締・同勘定役などの役人が任命された），文久
２年には事業の中心として国益会所が設置され
国産統制政策が計画されたが失敗し，同年８月
に廃止されたものである。その事績については
例えば，『角川日本史辞典』（第２版，１９７４年）や
吉川弘文館『国史大辞典』第５巻（１９８５年）・
第１２巻（１９９１年）で知られるが，ここで注記
しておきたいのは福沢の実歴談に出てくる下肥
経済のことである。それは上記の両辞典の国益
主法掛の項目には何らの記述もないことがらだ
からである。福沢の実歴談に，こう述べられて
いる――「再度米国行」という章だてのなかの
「御国益論に抵抗す」という小見出しの後つづ
けて，「それから私共がアメリカに行ったとこ
ろで，その時に日本は国事多端の折柄，徳川政
府の方針に万事倹約は勿論，仮令い政府であろ
うとも利益あることには着手せねばならぬとい
うので，その掛りの役人を命じて御国益掛とい
うものが出来た。種々様々な新工夫の新策を奉
る者があれば，ソレを政府に採用していろいろ
な工夫をする。例えば江戸市中の何処の所に掘
割をして通船の運上を取るが宜しいとい言う者
もあり，……また或る時江戸市中の下肥を一手
に任せてその利益を政府に占めようではないか
という説が起った。スルトある洋学者が大いに
気焔を吐いて，政府が差配人を無視して下肥の
利を専らにせんとは，これはいわゆる圧制政府
である，昔し昔しアメリカ国民はその本国英の
政府より輸入の茶に課税したるを憤り，貴婦人
たちは一切茶を喫まずして茶話会の楽しみをも
廃したりということを聞いた，されば吾々もこ
のたびは米国人の顰に倣い，一切上を廃して政
府を困らしてやろうではないか，この発案の可
否如何とて，一座大笑を催したことがある。」
（福沢諭吉著・富田正文校訂『新訂 福翁自伝』
岩波文庫，１９７８年，１６７頁）。江戸市中の下掃
除代金を幕府が独占する構想が提案されそうに
なったことがあると福沢が証言しているほど
に，その下肥経済のマクロ規模は魅力的だっ
た。しかも，そうした独占化は差配人の既得権
益を無視することになる，つまり福沢一流の
「サアここが官商の分れ目」（同上書，１６８頁）
で，民間商事に対する官の介入にあたり，徳川
政府の圧制ぶりの一証左になると喝破されてい
た様子がうかがえる。文久の改革のさなか国益
主法掛の配下には江戸市中下肥経済算術を試み
ていた役人がいたわけである。なお，福沢が
「再度米国行」という章だてのなかでこの話を
しているのは福沢の再渡米が慶応３年（１８６７）の
ことだけに，時期が食い違っているから不適切
なことになる。あるいはまた，引用文中の冒頭
のアメリカ行とは万延元年（１８６０）の初渡米の
ことなのであろうか。いずれにしても，福沢は
３５年ほど前のこの episode を忘れ難いものとし
てよく口授し，よく筆記せしめたものである。
もっとも，自信あふるる余裕ある晩年での回想
の一齣のためか，この引用文の末尾あたりは幾
分茶化したような口吻が漂っているように感じ
られはしまいか。回顧談中に速記者と共に大笑
いしたことがあったとしても，１８６０年代初頭
に当座の幕臣たちで本当に大笑いしたのであろ
うか，いささか疑問の余地があろう。

８２）フロイト（Freud, Sigmund １８５６～１９３９）によ
る次のごとき論述とそれに到る論理を参考にし
た――「犬は動物の中で人間に一番忠実である
が，その『犬』という言葉が罵倒として通用す
るのも，犬が二つの性質――つまり，嗅覚動物
で排泄物をちっとも嫌がらないこと，および自
分の性行動をいっこうに恥じないこと――に
よってわれわれの軽蔑を買うという事実を抜き
にしては考えられないであろう。」（フロイト
「文化への不満」１９３０年，高橋義孝他訳『フロイト著
作集』第３巻，人文書院，１９６９年，所収，４６１頁。
原表題は，Das Unbehangen der Kultur.）
なお，積み重ねると身の丈近い高さに達する

ほどになった著作を自らの預言のごとく後世へ
の最大遺物とした我が国最高の（近代世界でも
屈指であろう）Christian 内村鑑三（１８６１～１９３０）
が卓抜な表現方法として糞尿を用いることが
あったとは，知る人ぞ知るところで（亀井俊介
『内村鑑三――明治精神の道標――』中公新
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本稿は，明治前期民事判決原本に向かって素

材探しを行ない，様々な文書資料を詰め込んで

渇望した事実に向かって意味探しを行ない，近

代日本の首都における下肥経済という具体的事

物の歴史的諸連関を追究しようとしたが，「既

知の事実を既知の観点にかゝらはしめながら，

しかも新しいものをつくり出して見せる８３）」こ

とが出来たであろうか。

書，１９７７年，１５２頁。亀井俊介「“Literary Notes”
について」『内村鑑三全集』第４０巻「月報」
４０，岩波書店，１９８４年，１頁），当時の日本文
学の現状を痛罵するに「言語の下痢症，実行の
結塞病［糞づまりの意］」（内村鑑三「如何にし
て大文学を得ん乎」『国民之友』第２６６号，明
治２８年１０月１９日，『内村鑑三全集』第３巻，
１９８２年，所収，１９９頁。原文にある傍点は除い
た），および“Diahrea［diarrhea］of words and
constipation of ideas.”（Jon K. Uchimura,Liter-
ary Notes, Poetical, Proverbial, Scientific, Eccle-
siastical（Sapporo,１８８２），『内村鑑三全集』第 40
巻，所収，５３頁）が指摘されていて，凝縮し
た語句に滑稽かつ痛烈な奇想が横溢している卓
抜な表現の事例とされている（前者がそうで，
それに先立ち前者の原型であると発見された後
者は内村が 1882 年頃，文学ノートに書き写し
た誰か英米人の言葉であろうと推測されてい
る）。明治日本文学批評に止まらず，内村は明
治日本政治批評にも同様な手法を用いている。
次のごとし――「誰か糞塊に鼻先を突き入れん
と欲する者ぞある，誰か明治政府の政治に喙を
容れんと欲する者ぞある，二者共に臭の臭，蛆
虫にあらざらんよりは此事を為さんと欲する者
は他に無い筈である。／……余は糞尿は之を余
自身取扱はんことを好まないから肥取をして之
を汲み取らせる，政治に於ても亦同じである，
伊藤侯の如き，大隈侯の如き，桂子の如き，其
他貴衆両院六百の野心家の如きは皆な進んで余
輩のために社会の糞尿なる政治を扱はんと欲す
る人達である，余輩は喜んで此臭事を彼等に依
托すべきである」（「余の従事しつゝある社会改
良事業」『万朝報』明治３４年１２月２５日掲載
分，『内村鑑三全集』第９巻，１９８１年，４７３頁。
原文にあるルビは除いた）。内村先生，勘弁し
てください，と思わせるほどの熾烈さである。
内村一流の諧謔精神にとっては辛辣な評価を下
すのに好ましい道具として糞尿を援用すること
があったのである。しかし，これでは余りに政
治が可哀相であるから，罵倒以外の含意を持た
せようとするなら，人間のさまざまなエネル
ギーを伴なう生の営みが input とすれば，どう
しても必要となる output が政治であり，それ
は糞尿のごときものというわけなのであろう
か。それにしても凡眼には scatology と見まが
いかねないほどであろう。だが，内村には単な
る小道具に止まりえない意味があったのではな

いか。その道具さばきには analogy を越えてい
る或る根深さがあるように感じられる。その
依って来たるところは，青年期の次のような体
験にあるのではないか。内村は 1884 年末から
８カ月に及んだペンシルバニア州立白痴院での
看護人生活を，「真正の製糞機械たるに過ぎ
ず」と形容したくなるほどの入院者たちが「糞
尿を床中に遺すも若し他人の注意を加ふるにあ
らざれば何日たりとも之に安ずるものなり，故
に毎朝厳しく彼等の寝台を�めざるべからず」
というような状況のなかで送り，そうした苦の
中にも楽を見出しうる強靭な精神の軌跡を約９
年後に回想して，「読者よ，一個の大和男子，
殊に生来余り外国人と快からざる日本青年が直
に化して米国白痴院看護人と成りしを想像せ
よ，彼は朝夕是等下劣の米国人の糞尿の世話迄
命ぜられたりと察せよ，彼は舌も碌々廻らざる
彼国社会の廃棄物に『ジヤプ』を以て呼ばれし
と知れ，而して彼は院則に依りて，軟弱なる同
胞に対する義務に依て，彼の宗教其物に依て，
抵抗を全く禁止されしを見よ，余は自身も白痴
にあらざる乎を疑ひたり，余は狂気せしが故に
酔興にも如此き業を選みしかと疑へり。」と記
していた（内村鑑三「流竄録――白痴の教育
――」『国民之友』第２３３号，明治２７年８月２３
日，『内村鑑三全集』第３巻，所収，５７，６２，６３
頁）。Ｔhe Great Uchimura の面目躍如たる文
体の精華であり，そう書き残しておかずんばあ
らざる心境が吐露されたものであろう。苦楽一
如ではあるが，惨苦に近い異邦人としての米国
白痴院体験は無意識下の想念として根をおろ
し，抑えつけられながらも，時としていっきに
噴出したとも見受けられよう。
なおまた，内村は１８９７年，雑誌の依頼原稿

に応じた自称「雲助的悪口文字数篇」のうち
『犬の糞』と題して，カーライル著『サートル，
レサルトス』の主人公のトイフェルスドルック
（悪魔の糞）という名前は不名誉にあらず，な
ぜなら鶯や駱駝から鯨に至るまで糞には特効特
用あるがためなりとする。例外は無価値どころ
か路傍に見て唾し，暗夜に踏んで怒る犬の糞
で，当節の上流淑女に流行の束髪の髷の形が犬
の糞に似ているとて，東京の子供が束髪婦人を
犬の糞と呼んでいるのは新婦人への嘲笑になる
から慎しめ，と述べることで当時の女権拡張に
一家言を呈している。（「胆汁余滴」『世界之日
本』１８号，明治３０年８月１日，『内村鑑三全集』第
５巻，１９８１年，所収，６頁）

８３）ウェーバー「社会科学的並びに社会政策的認識
の『客観性』」１９０４年，富永祐治・立野保男訳
『社会科学方法論』岩波文庫，１９３６年，１０７頁。

２００７．６ 明治前期民事判決にみる肥料経済をめぐる利害状況 田中 31（ 31）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／北海道大学／２００７　経済学研究Ｖｏｌ．５７，Ｎｏ１／本文／田中様  2007.05.31 14.51.49  Page 33 



［後記］

本稿を草するにあたり，北海道大学法学部法令判例

室の澤田美喜子助手・堀江雅子教務職員，民事法資料

室の吉澤郁子助手から文献などにつき御教示いただい

た。また，本稿作成過程で急きょ必要となったいわゆ

るパソコンの操作について，北海道大学経済学部の塚

田久美子助手から基礎的な手ほどきを受けることが出

来た。以上みな女性研究者であり，本稿ではかえって

失礼にあたると思わないわけではなかったが，やは

り，ここに記して深甚の感謝の意を表することにした。

本稿で依拠することになった重要と思われる史料を

利用するに際し，最高裁判所・東京大学法学部・国際

日本文化研究センター・東京都公文書館・文京区立真

砂中央図書館に閲覧の便宜をはかっていただいたの

で，ここに特記して謝意を表する。

間に合わなかったので，２００６年１１月２１日卒然と

逝去されて今は高儒院育英嘉道清居士（昭和２年生，

享年七十九。２００７年４月３日の学士会館での偲ぶ会

で，あの仮借なき者にして遁れがたき者と和解されて

いた先生はすでに老壮となった所縁の学徒をつどわせ

学究上の友愛の輪にいざなわれた），に本稿を呈す

る。筆者の二十とし上であられ，恩師にあたり，この

戒名そのままの人となりであったことをなつかしむ。

惜しむらくは，その育英から外れた者もいたことであ

る。遺憾なことにちがいない。それゆえ，御生前の御

高誼および非礼を謝したいのである。なお，１９９１年

１０月６日夜，広島大学での土地制度史学会秋季学術

大会終了後のささやかな座席で先生は私を向かい側に

よび若い時分あれをやったことがある（今となっては

あの声を厳密に再現しえず残念である）とポツリ語ら

れ盃に清酒をみたされた。豪農を出自とされたから意

外とは思わなかったが，往年を回顧されつつそう述懐

されたひとときは忘れがたい思い出としてわたくしに

終生のこるにちがいない。先生は上機嫌で余計に勘定

をはらわれ一期一会のようなうたげを去られたので

あった。
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